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選
者
　
歌
人
・
永
田
淳

　

サ
ラ
リ
ー
は
ラ
テ
ン
語
の
サ
ラ
リ
ウ
ム
に
由

来
し
、
そ
の
語
源
は
塩
で
あ
る
と
知
っ
て
か
ら

雇
わ
れ
の
身
が
少
し
軽
く
な
っ
た
。
そ
ん
な
感

じ
で
し
ょ
う
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
月
々
天
引
き

さ
れ
る
が
個
人
事
業
主
な
ど
は
確
定
申
告
の
季

節
。
自
己
の
サ
ラ
リ
ー
を
見
つ
め
る
時
期
で
す
。

サ
ラ
リ
ー
の
語
源
を
塩
と
知
り
し
よ
り
幾
程
か
す
が
し
く
過
ぎ
し
日
日
は
や

島
田
修
二
『
渚
の
日
日
』（
昭
58
　
花
神
社
）
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業
界
ト
ッ
プ
シ
ェ
ア
の
老
舗
軍
手
メ
ー
カ
ー
、

お
し
ゃ
れ
ワ
ー
ク
グ
ッ
ズ
へ
の
挑
戦

おたふく手袋株式会社
豊能納税協会理事

代表取締役副社長　井
い

戸
ど

端
ば た

勇
ゆ う

樹
き

氏

「
お
た
ふ
く
」の
ワ
ケ

添
田
●
印
象
に
残
る
素
敵
な
会
社
名
で
す

よ
ね
。
な
ぜ
「
お
た
ふ
く
」
な
の
で
す
か
。

井
戸
端
●
当
社
は
元
々
「
大
洋
手
袋
株
式

会
社
」
と
い
う
名
前
で
、「
お
た
ふ
く
手

袋
」
は
メ
イ
ン
商
材
で
あ
る
軍
手
の
ブ
ラ

ン
ド
名
だ
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
ち

ら
の
方
が
お
客
様
に
浸
透
し
て
い
っ

た
の
で
、
社
名
を
変
更
す
る
こ
と
に
。

　
「
お
た
ふ
く
」
の
理
由
で
す
が
、

当
時
と
し
て
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
ネ
ー

ミ
ン
グ
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
繊
維
業

界
で
も
「
お
た
ふ
く
○
○
」
と
い
っ

た
会
社
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
が
一
転
し
て
、
今
の
時
代

で
は
逆
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
て
覚

え
て
い
た
だ
き
や
す
い
名
前
に
な
り

ま
し
た
ね
（
笑
）。

添
田
●
名
前
が
集
客
力
に
つ
な
が
る
機
会

も
あ
る
の
で
は
？

井
戸
端
●
そ
う
で
す
ね
。
近
年
、
面
白
い

反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
当
社
は
軍
手
を
中

心
に
作
業
用
手
袋
や
靴
下
、
安
全
靴
、
イ

ン
ナ
ー
シ
ャ
ツ
・
タ
イ
ツ
と
い
っ
た
作
業

用
品
の
製
造
、
仕
入
れ
販
売
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ど
の
商
品
も
ユ
ー
ザ
ー
と
し
て
想

定
し
て
い
る
の
は
、
土
木
建
築
作
業
の
現特殊手袋
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インタビュアー

添田尚子（そえだ・しょうこ）

フリーアナウンサー。これまで『かんさい想い出シアター』
『ぐるっと関西おひるまえ』（ＮＨＫ）などに出演。趣味は、
短歌・ヨガ・英会話・ポストカード集めなど。

場
や
工
場
で
働
く
職
人
さ
ん
た
ち
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
転
車
や
バ
イ
ク
乗
り
の

方
々
の
間
で
当
社
が
有
名
に
な
り
ま
し
て
。

Ⅹ
（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
で
も
２
・
４
万
人

も
の
方
が
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
だ
さ
る
よ
う

に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。

添
田
●
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
自
転
車
乗
り

界
隈
の
目
に
留
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

井
戸
端
●
実
は
、
暑
さ
・
寒
さ
に
さ
ら
さ

れ
る
現
場
作
業
で
着
て
い
た
だ
く
た
め
に

開
発
し
た
当
社
の
イ
ン
ナ
ー
ウ
エ
ア
が
、

ち
ょ
う
ど
サ
イ
ク
リ
ン
グ
中
の
服
装
と
し

て
も
使
い
勝
手
が
良
い
と
、
知
ら
な
い
う

ち
に
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
ん
で
す
。
他
の
ス

ポ
ー
ツ
ブ
ラ
ン
ド
の
同
等
品
と
比
べ
て
価

格
が
２
分
の
１
、
３
分
の
１
と
い
う
コ
ス

パ
の
良
さ
を
評
価
し
て
い
た
だ
き
、
自
転

車
乗
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
実
施
さ
れ
た

好
き
な
イ
ン
ナ
ー
ブ
ラ
ン
ド
ラ
ン
キ
ン
グ

で
、
約
１
０
０
社
の
中
か
ら
３
位
に
選
ん

で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
時
、
横
文
字

の
ブ
ラ
ン
ド
名
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
中
で

「
お
た
ふ
く
手
袋
」
と
い
う
純
和
風
の
名

前
が
ひ
と
き
わ
目
立
っ
た
よ
う
で
し
て
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
拡
散
さ
れ
知
名
度
が
ア
ッ
プ
し

た
ん
で
す
よ
。

添
田
●
い
く
ら
良
い
商
品
で
あ
っ
て
も
、

お
客
さ
ん
に
見
つ
か
ら
ず
埋
も
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
点
、
社

名
の
広
告
効
果
も
侮
れ
ま
せ
ん
ね
。

井
戸
端
●
「
お
た
ふ
く
」
が
プ
ラ
ス
に
働

く
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
一
方
、
社
名

だ
け
で
古
く
て
小
さ
い
会
社
だ
と
判
断
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
で
す
。
職
人
さ

ん
や
作
業
用
品
業
界
の
お
し
ゃ
れ
化
が
進

む
中
に
お
い
て
、
こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
そ
こ
で
、
商
品
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
カ
タ
ロ
グ
の
デ
ザ
イ
ン

に
力
を
入
れ
る
と
と
も
に
、
商
品
の
卸
先

で
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
向
け
、

魅
力
的
な
売
り
場
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
な
ど
の
取
組
を
行
う
こ
と
で
、
企
業
イ

メ
ー
ジ
向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。

高
品
質
・
低
価
格
を
実
現
す
る

軍
手
づ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ

添
田
●
御
社
は
軍
手
の
製
造
販
売
業
か
ら

ス
タ
ー
ト
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

井
戸
端
●
は
い
。
１
９
２
６
年
に
私
の
高

祖
父
が
創
業
し
ま
し
た
。
高
祖
父
は
元
々
、

ワーク用のインナーウエア。自転車乗りにも人気
を博している
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中小企業だからこそ、狙うのはニッチなニーズ。
世の中にないものづくりでファンの期待に応える。

戦
場
で
軍
の
塹ざ

ん

壕ご
う

を
掘
る
な
ど
の
作

業
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
の
経
験
か

ら
、
軍
手
は
命
を
守
る
た
め
の
必
需

品
。
だ
か
ら
こ
そ
品
質
に
こ
だ
わ
っ

た
軍
手
づ
く
り
を
始
め
た
の
だ
と
聞

い
て
い
ま
す
。「
お
た
ふ
く
ブ
ラ
ン
ド
」

が
業
界
の
ト
ッ
プ
シ
ェ
ア
に
ま
で
成

長
で
き
た
の
も
、
品
質
の
良
さ
を
お

客
様
に
認
め
て
い
た
だ
け
た
こ
と
が

き
っ
か
け
と
し
て
大
き
い
で
す
ね
。

添
田
●
高
品
質
な
軍
手
を
つ
く
る
上

で
は
、
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

井
戸
端
●
軍
手
は
糸
の
太
さ
や
編
み
方
な

ど
に
よ
っ
て
種
類
が
細
分
化
さ
れ
ま
す
が
、

中
で
も
繊
維
の
配
合
バ
ラ
ン
ス
は
製
造
に

お
い
て
難
し
い
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。
繊
維

に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
性
が
あ
り
、
糸
に
混
ぜ

る
こ
と
で
丈
夫
さ
が
増
し
た
り
保
温
性
を

高
め
た
り
と
い
っ
た
効
果
を
も
た
ら
し
て

く
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
繊
維
の
配
合
量
に

比
例
し
て
高
い
効
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
繊
維
が
持
つ
強
み

を
最
大
限
引
き
出
せ
る
絶
妙
な
配
分
を
見

極
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

当
社
は
創
業
か
ら
１
０
０
年
近
く
軍
手

の
開
発
・
製
造
を
続
け
る
中
で
、
こ
う
い

っ
た
繊
維
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
積
み
重
ね
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
が
高
性
能
と
低
コ
ス
ト
の

両
立
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
ま
た
、
イ
ン

ナ
ー
な
ど
の
開
発
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

ニ
ッ
チ
な
ニ
ー
ズ
を
切
り
拓
く

添
田
●
軍
手
か
ら
始
ま
っ
た
御
社
が
手
袋

以
外
の
分
野
に
も
業
容
拡
大
さ
れ
た
き
っ

か
け
は
何
で
す
か
。

井
戸
端
●
靴
下
は
創
業
初
期
の
頃
か
ら
扱

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
安
全
靴
と
イ
ン
ナ

ー
に
乗
り
出
し
た
の
は
15
年
ほ
ど
前
の
こ

と
で
す
。
土
木
建
築
な
ど
の
現
場
で
は
働

き
手
の
数
が
減
少
傾
向
に
あ
り
、
作
業
用

手
袋
の
市
場
拡
大
を
見
込
む
こ
と
は
難
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
同
じ
販
路

で
販
売
可
能
な
新
し
い
商
品
分
野
に
挑
戦

し
よ
う
と
考
え
、
ま
ず
目
を
付
け
た
の
が

安
全
靴
で
し
た
。
軍
手
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
通

じ
ず
、
足
や
先
芯
の
型
の
研
究
も
一
か
ら

始
め
た
の
で
、
商
品
化
ま
で
に
は
３
年
も

の
月
日
が
か
か
り
ま
し
た
ね
。

添
田
●
手
袋
と
は
何
も
か
も
勝
手
が
違
う

商
材
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ヒ
ッ
ト
す
る
確

信
は
あ
っ
た
の
で
す
か
。

井
戸
端
●
職
人
さ
ん
た
ち
の
働
き
方
の
変

化
に
着
目
し
た
ん
で
す
。
昔
と
違
い
、
近

年
は
現
場
ま
で
の
移
動
手
段
と
し
て
、
車

で
は
な
く
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
ケ

ー
ス
も
多
い
。
よ
っ
て
お
し
ゃ
れ
好
き
な

職
人
さ
ん
た
ち
の
間
で
は
、「
い
か
に
も

作
業
服
と
い
っ
た
格
好
で
街
中
を
歩
き
た

く
な
い
」
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
強
い
の
で
は
、

同社のメイン商品である軍手。厚み、薄さ、軽さ、素材
の違いなど、用途に応じて種類は様々
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と
に
ら
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
黒
く
て
ず

ん
ぐ
り
む
っ
く
り
と
し
た
典
型
的
な
安
全

靴
し
か
な
か
っ
た
市
場
で
、
当
社
は
街
中

を
歩
い
て
も
違
和
感
の
な
い
デ
ザ
イ
ン
を

コ
ン
セ
プ
ト
に
勝
負
を
か
け
た
ん
で
す
。

こ
の
業
界
初
の
試
み
が
職
人
さ
ん
の
心
を

掴
み
、
ヒ
ッ
ト
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

新
た
な
顧
客
層
の
獲
得
へ

添
田
●
安
全
靴
の
成
功
を
受
け
、
続
け
て

イ
ン
ナ
ー
に
も
挑
戦
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

井
戸
端
●
は
い
。
あ
る
時
、
海
外
ブ
ラ
ン

ド
で
お
し
ゃ
れ
な
デ
ザ
イ
ン
の
イ
ン
ナ
ー

タ
イ
ツ
を
見
つ
け
ま
し
て
。
そ
れ
を
参
考

に
、
昔
の
職
人
さ
ん
が
よ
く
履
い
て
い
た

股
引
や
ス
テ
テ
コ
に
代
わ
る
、
か
っ
こ
い

い
ワ
ー
ク
用
の
防
寒
イ
ン
ナ
ー
タ
イ
ツ
が

つ
く
れ
た
ら
面
白
い
の
で
は
、
と
開
発
に

着
手
し
ま
し
た
。
現
在
は
夏
用
、
オ
ー
ル

シ
ー
ズ
ン
用
の
シ
ャ
ツ
・
タ
イ
ツ
と
種
類

を
拡
充
。
自
転
車
乗
り
の
方
に
も
注
目
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

添
田
●
ち
な
み
に
オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン
用
と

は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。

井
戸
端
●
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
で
の
使
用
に
向
け
て

開
発
さ
れ
た
新
次
元
繊
維
を
使
っ
て
お
り
、

外
気
に
応
じ
て
体
の
表
面
温
度
を
常
に
心

地
良
い
温
度
に
調
節
し
て
く
れ
ま
す
。
コ

ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ャ
ツ
で
こ
の
繊
維
を

使
用
し
た
商
品
の
製
造
は
、
知
る
限
り
で

は
現
在
国
内
で
は
当
社
だ
け
な
ん
で
す
よ
。

添
田
●
す
ご
い
機
能
で
す
ね
！　

海
外
で

も
ヒ
ッ
ト
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

井
戸
端
●
今
ま
さ
に
、
夏
用
も
含
め
て
タ

イ
の
ス
ポ
ー
ツ
店
で
の
販
売
に
挑
戦
中
で

す
。
タ
イ
で
は
暑
い
と
き
に
イ
ン
ナ
ー
を

着
る
と
い
う
文
化
が
な
い
の
で
、

現
地
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
に
ご

協
力
い
た
だ
い
て
イ
ン
ナ
ー
の
快

適
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、

新
た
な
購
買
層
の
獲
得
を
狙
っ
て

い
ま
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
な
ど
、
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国

に
積
極
的
に
進
出
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
！

添
田
●
画
期
的
な
商
品
開
発
を
続

け
る
御
社
で
す
が
、
イ
ン
ナ
ー
に

続
く
次
の
柱
の
展
望
は
あ
り
ま
す
か
。

井
戸
端
●
今
検
討
し
て
い
る
の
は
、
作
業

用
の
ア
ウ
タ
ー
、
い
わ
ゆ
る
つ
な
ぎ
服
で

す
。
当
社
の
商
品
で
ワ
ー
ク
グ
ッ
ズ
の
ト

ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
が
で
き
る
よ
う

な
か
っ
こ
い
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
け
た

ら
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ニ

ッ
チ
な
ニ
ー
ズ
を
狙
っ
て
、「
お
た
ふ
く

手
袋
は
自
分
が
本
当
に
欲
し
か
っ
た
も
の

を
出
し
て
く
れ
る
」
と
思
っ
て
く
れ
る
よ

う
な
商
品
で
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

添
田
●
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

スタイリッシュなカラーが目を引くワーキンググロー
ブ。ワークとカジュアルを融合させた新しい価値創造
を目指して開発された

01-08_2403納税月報（�ラ�ア）.indd   501-08_2403納税月報（�ラ�ア）.indd   5 2024/02/07   8:422024/02/07   8:42



　

ナ
ギ
は
、
熊
野
権
現
の
象
徴
と
し
て
篤
く
信
仰
さ
れ
、
熊
野
詣
で
の
道
中
の
安
全
を
祈
り
、
ナ
ギ

の
葉
を
懐
中
に
納
め
て
お
参
り
す
る
こ
と
が
習
わ
し
と
さ
れ
て
き
た
。
平
安
末
期
に
、
熊
野
三
山
の

造
営
奉
行
を
務
め
た
平
重
盛
の
手
植
え
と
伝
え
ら
れ
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

熊
野
速
玉
大
社
の
ナ
ギ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
和
歌
山
県
新
宮
市
）

熊野速玉大社は、平成16年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録され、今年、20周年を迎える

熊
野
速
玉
大
社
の
御
神
木
と
し
て
悠
々
た
る
樹
形
を
誇
っ
て
い
る
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高
性
能
な
製
品
を
生
み
出
す
様
々
な
製
造
装
置

「
貼
る
・
塗
る
・
重
ね
る
」
技
術
を
生
か
し
て
新
分
野
も
開
発

淀川メデック株式会社
吹田納税協会代議員

創　業　1973年（昭和48年）
本　社　大阪市淀川区十八条２-18-110
https://www.yodogawa.co.jp/companies/medec/

液晶パネルへの偏光板貼付機、セラミック
コンデンサ製造装置など、数々の省力化自
動機を開発製造している淀川メデック株式
会社。淀川ヒューテックグループとして高
い技術力を発揮しています。代表取締役社
長の川上浩さんにお話を伺いました。

代表取締役社長
川上　浩さん

　

当
社
は
１
９
７
３
年
、
写
真
処
理
関
連
分
野
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。
液
晶
が
出
始
め
た
頃
、
液
晶
パ
ネ
ル
に

偏
光
板
を
貼
り
付
け
る
装
置
を
開
発
。
さ
ら
に
１
９
９
６

年
に
淀
川
ヒ
ュ
ー
テ
ッ
ク
株
式
会
社
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ

た
こ
と
が
、
転
機
と
な
り
ま
す
。
電
卓
の
表
示
画
面
か
ら

パ
ソ
コ
ン
、
大
型
Ｔ
Ｖ
へ
と
、
パ
ネ
ル
の
大
き
さ
と
と
も

に
貼
付
装
置
も
大
き
く
な
り
、
液
晶
の
市
場
が
成
長
す
る

に
つ
れ
て
売
上
げ
も
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
き
ま
し
た
。
大

型
液
晶
Ｔ
Ｖ
に
は
ほ
と
ん
ど
に
当
社
の
装
置
で
偏
光
板
を

貼
っ
た
液
晶
パ
ネ
ル
が
使
わ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
す
。

　

開
発
製
造
の
も
う
一
つ
の
柱
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
セ

ラ
ミ
ッ
ク
コ
ン
デ
ン
サ
の
製
造
装
置
で
す
。
コ
ン
デ
ン
サ

は
家
電
製
品
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
場
合
な
ら
１
台
に
１
０
０
０
個
ほ
ど
も
搭
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
米
粒
よ
り
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
中
に
機
能
が

詰
ま
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
製
造
す
る
装
置
に
も
高
い

性
能
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
当
社
で
は
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
コ
ン
デ

ン
サ
を
作
る
過
程
で
の
電
極
を
印
刷
す
る
装
置
、
印
刷
し

た
シ
ー
ト
を
高
精
度
に
位
置
決
め
し
何
百
層
に
も
積
み
上

げ
て
い
く
積
層
装
置
を
開
発
・
製
造
し
て
い
ま
す
。
こ
の

ほ
か
、
淀
川
ヒ
ュ
ー
テ
ッ
ク
の
主
力
製
品
で
あ
る
テ
フ
ロ

ン
を
用
い
た
半
導
体
製
造
装
置
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

当
社
は
装
置
の
機
械
・
ソ
フ
ト
設
計
か
ら
部
品
調
達
・

組
立
・
配
線
・
調
整
、
現
地
の
据
え
付
け
ま
で
を
一
貫
し

て
行
っ
て
お
り
、
お
客
様
の
要
望
に
柔
軟
に
応
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
が
強
み
で
す
。
ま
た
こ
れ
ま
で
追
求
し
て
き

た
「
貼
る
・
塗
る
・
重
ね
る
」
技
術
を
生
か
し
、
新
た
な

分
野
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
次
世
代
電
池
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
全
固
体
電
池
の
製
造
装
置
も
そ
の
一
つ
。
こ

の
装
置
は
セ
ラ
ミ
ッ
ク
コ
ン
デ
ン
サ
の
積
層
技
術
を
応
用

し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
も
当
社
の
「
重
ね
る
」「
貼
り
付

け
る
」
技
術
が
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
お
客
様
の
ニ
ー
ズ
を
汲
み
取
り
な
が
ら
技
術
を

磨
き
、
市
場
成
長
の
ス
ピ
ー
ド
に
対
応
し
た
開
発
力
を
発

揮
し
て
ま
い
り
ま
す
。

液晶パネルの両面に偏光板を全自動で、高速・高精度
に貼り付ける装置

液晶パネルを洗浄する装置。偏光板を貼る前にガラス
の表面を洗浄する

電極印刷されたグリーンシートをカットし、多層に積
層していくセラミックコンデンサ 積層機装置（ＲＴ
Ｒ）。高い精密さが求められる
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◆令和６年１月決算法人の確定申告、
令和６年７月決算法人の中間(予定)
申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人事業所税※・
法人住民税〉※法人事業所税は、中間（予
定）申告の制度はありません。

　…３月中の決算応当日（最終４月１
日㈪）まで
◆消費税の年税額が400万円超の令和
６年４月・７月・10月決算法人の３
か月ごとの中間申告、消費税の年税
額が4,800万円超の法人（12月・１
月決算法人を除く）の１か月ごとの
中間申告〈消費税・地方消費税〉
　…３月中の決算応当日（最終４月１
日㈪）まで
◆２月分の源泉所得税及び個人住民税
特別徴収分の納付
　…３月11日㈪まで

　最近、納税協会とまぎらわしい名称で
会費や誌代、講習会の参加費を請求する
ものがあります。請求書が郵送されたり、
電話による請求があった場合は、最寄の
納税協会に問い合わせるなどよく内容を
ご確認いただき、被害に遭わないよう十
分ご注意ください。
　なお、納税協会では、本誌納税月報の
購読料の直接請求や集金は行っておりま
せんので念のため申し添えます。

納税協会ホームページ

表紙写真：賀名生梅林／奈良県
本文レイアウト：東デザイン事務所
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関
西
大
学
名
誉
教
授

　大
阪
府
立
大
学
名
誉
教
授

　宮
本
勝
浩

　

２
０
２
２
年
２
月
24
日
に
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
始
ま
り
、
も

う
２
年
近
く
戦
闘
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
石
油
、
食
料
品

な
ど
が
高
騰
し
て
、
世
界
経
済
は
イ
ン
フ
レ
と
モ
ノ
不
足
に
陥
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
停
戦
・
終
戦
の
見
込
み
が
全
く
た
ち
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
昨
年

の
２
０
２
３
年
10
月
７
日
イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ
ス
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
攻
撃

を
加
え
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ガ
ザ
戦
争
が
勃
発
し
ま
し
た
。
こ
の
戦
争
は

周
囲
の
国
々
に
も
影
響
を
与
え
て
、
ま
す
ま
す
戦
闘
が
激
し
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
近
隣
の
産
油
国
の
石
油
の
産
出
量
や
輸
出
の
減
少
、

価
格
の
上
昇
に
も
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
、
世
界
経
済
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響

が
徐
々
に
広
が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
中
国
の
台
湾
に
対
す
る

圧
力
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
台
湾
有
事
の

と
き
は
、
日
本
は
安
全
保
障
、
外
交
、
経
済
な
ど
の
面
で
大
変
な
悪
影
響

を
受
け
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
最
大

の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
え
る
状
況
で
す
。

　

他
方
、
国
内
で
は
１
月
１
日
に
「
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
」
が
発
生

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
平
成
28
年
４
月
14
日
と
16
日
に
起
こ
っ
た
「
熊
本
地

震
」
に
匹
敵
す
る
大
地
震
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
世
界
と
日
本
の
状
況
の
も
と
で
、
２
０
２
４
年

の
世
界
経
済
、
日
本
経
済
は
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
く
で
し
ょ
う
か
。
一

緒
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

Ⅱ

２
０
２
４
年
の
世
界
経
済
の
展
望

　

第
１
表
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基
金
）
が
２
０
２
３
年
10
月
に
発
表
し

た
世
界
主
要
国
の
経
済
展
望
で
す
。

Ⅰ

は
じ
め
に
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こ
の
表
を
見
る
と
、
２
０
２
３
年
も
２
０
２
４
年
も
世
界
経
済
は
新
型

コ
ロ
ナ
で
経
済
が
落
ち
込
ん
だ
２
０
２
２
年
よ
り
も
さ
ら
に
停
滞
す
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
少
し
心
配
な
予
想
で
す
。

Ⅲ

日
本
経
済
の
現
状

１　

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

日
本
経
済
は
、
石
油
、
食
料
品
、
人
手
不
足
な
ど
の
影
響
で
「
苦
難
の

海
」
を
た
だ
よ
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
は
じ
め
に
人
々
の
生
活
に
直
結
す

る
消
費
者
物
価
指
数
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
第
１
図
は
総
務
省
発
表
の
２

０
２
０
年
基
準
の
消
費
者
物
価
指
数
（
全
国
２
０
２
３
年
（
令
和
６
年
１

月
19
日
発
表
））
に
基
づ
く
最
近
４
年
間
の
消
費
者
物
価
指
数
の
動
き
で

す
。
図
か
ら
２
０
２
２
年
と
２
０
２
３
年
の
２
年
間
に
消
費
者
物
価
指
数

は
こ
れ
ま
で
よ
り
か
な
り
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
消
費
者
物
価
の
上
昇
は
、
国
民
生
活
に
か
な
り
の
打
撃
を
与
え
て
い

ま
す
。

第１表　世界の主要国の実質成長率
（ＩＭＦ：対前年比％、2023年と2024年は予測値)

アメリカ 2.1 2.1

2022年 2023年

ド イ ツ 1.8 －0.5

フランス 2.5 1.0

イタリア 3.7 0.7

イギリス 4.1 0.5

カ ナ ダ 3.4 1.3

ロ シ ア －2.1 2.2

日　　本 1.0 2.0

中　　国 3.0 5.0

イ ン ド 7.2 6.3

1.5

2024年

0.9

1.3

0.7

0.6

1.6

1.1

1.0

4.2

6.3
（ＩＭＦ：「世界経済の見通し」2023年10月発表）

第１図　消費者物価指数

106
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100 99.8

102.3

105.6
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₂　

国
際
競
争
力
の
低
下

　

第
₂
表
は
ス
イ
ス
の
Ｉ
Ｍ
Ｄ
（
国
際
経
営
開
発
研
究
所
）
が
、
２
０
２

３
年
６
月
に
発
表
し
た
「
世
界
競
争
力
ラ
ン
キ
ン
グ
」
で
す
。
日
本
は
イ

ン
フ
ラ
関
係
や
労
働
力
の
質
、
教
育
、
労
使
関
係
な
ど
で
は
非
常
に
高
い

評
価
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
税
制
、
政
府
の
競
争
力
、
経
済
の
生
産
性
、

法
の
整
備
な
ど
で
は
か
な
り
評
価
が
低
い
の
で
す
。
日
本
は
か
つ
て
、
１

９
８
９
年
か
ら
１
９
９
２
年
ま
で
企
業
の
活
力
、
教
育
水
準
の
高
さ
、
優

秀
な
労
働
者
な
ど
に
よ
り
世
界
１
位
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
後
発

の
中
国
、
台
湾
、
韓
国
な
ど
が
、
生
産
力
、
技
術
力
、
組
織
力
な
ど
の
面

で
追
い
上
げ
て
き
て
、
さ
ら
に
日
本
の
政
治
が
昭
和
の
頃
か
ら
の
旧
態
依

然
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
競
争
力
が
年
々
低
下
し
て

き
て
い
る
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
諸
国
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
で
も

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
Ｕ
Ａ
Ｅ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
（
17
位
）、
中
国
、

マ
レ
ー
シ
ア
（
27
位
）、
韓
国
、
タ
イ
（
30
位
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
34

位
）
に
負
け
て
、
過
去
最
低
の
35
位
に
転
落
し
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
で
も
多

く
の
国
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る
の
で
す
。
日
本
は
国
際
競
争
力
の
分
野
で

は
と
て
も
先
進
国
と
は
い
え
ず
、
発
展
途
上
国
並
み
の
水
準
に
低
下
し
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ん
と
い
う
残
念
な
結
果
で
し
ょ
う
か
。

₃　

国
内
格
差
の
拡
大

　

国
内
経
済
の
格
差
拡
大
も
問
題
で
す
。
東
京
一
極
集
中
で
東
京
と
地
方

の
経
済
的
格
差
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
き
て
い
ま
す
。
第
₃
表
は
一
人
当

た
り
県
民
所
得
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
す
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
東
京
都
と
他
の
道
府
県
の
格
差
が
大
き
い
こ
と
、
さ

ら
に
関
東
地
域
、
北
陸
地
域
、
東
海
地
域
が
他
の
地
域
と
格
差
が
出
て
き

て
い
る
こ
と
、
ま
た
関
西
地
域
の
低
落
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

さ
ら
に
東
京
一
極
集
中
が
進
む
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

₄　

令
和
₆
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害

　

令
和
６
年
１
月
１
日
に
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
・
６
の
「
令
和

６
年
能
登
半
島
地
震
」
の
大
地
震
に
よ
り
、
大
勢
の
人
命
が
失
わ
れ
、
さ

第2表　世界の主要各国・地域の国際競争力ランキング

１位 デンマーク 10位 ＵＡＥ

2位 アイルランド

…

3位 スイス 12位 カタール

4位 シンガポール

5位 オランダ 21位 中国

6位 台湾

7位 香港 28位 韓国

8位 スウェーデン

9位 アメリカ 35位 日本

…
…

…

（ＩＭＤ：2023年6月20日発表）
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ら
に
多
く
の
人
が
負
傷
し
て
、
そ
し
て
人
々
の
財
産
、
生
活
の
場
が
奪
わ

れ
ま
し
た
。
最
近
で
は
、
平
成
28
年
の
「
熊
本
地
震
」
に
匹
敵
す
る
大
災

害
で
す
。
熊
本
地
震
で
は
、
政
府
は
平
成
28
年
度
の
補
正
予
算
で
総
額
７

７
８
０
億
円
の
支
援
を
計
上
し
ま
し
た
。
他
方
、
熊
本
県
は
平
成
28
年
の

９
月
に
熊
本
地
震
に
よ
る
被
害
総
額
は
３
兆
７
８
５
０
億
円
に
上
る
と
発

表
し
ま
し
た
。「
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
」
の
被
害
総
額
は
熊
本
地
震

と
同
程
度
か
そ
れ
を
上
回
る
金
額
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

復
旧
・
復
興
に
は
か
な
り
長
い
年
月
が
必
要
に
な
る
と
危
惧
さ
れ
ま
す
。

Ⅳ

日
本
経
済
活
性
化
の
戦
略

１　

外
国
人
観
光
客
の
誘
致

　

２
０
２
３
年
は
訪
日
外
国
人
の
入
国
制
限
が
な
く
な
り
訪
日
観
光
客
が

増
加
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
前
の
２
０
１
９
年
に
は
訪
日
外
国
人
数
は

観
光
庁
の
発
表
で
は
約
３
１
８
８
万
人
で
、
日
本
滞
在
中
の
旅
行
消
費
額

は
約
４
兆
８
１
３
５
億
円
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
２
０
２
４
年
は
中

国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
観
光
客
が
増
加
す
れ
ば
、
日
本

は
過
去
最
高
の
訪
日
外
国
人
を
迎
え
て
、
国
内
経
済
は
活
性
化
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
は
日
本
の
名
所
の
観
光
だ
け
で
は
な
く
、
体
験
型
の

観
光
に
力
を
入
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

₂　

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
経
済
交
流
の
拡
大

　

中
国
と
の
経
済
交
流
が
停
滞
し
て
い
る
現
在
、「
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ラ
ス
・

ワ
ン
」
を
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
中
心

と
し
た
ア
ジ
ア
経
済
は
、
２
０
２
３
～
２
０
２
４
年
は
比
較
的
高
い
成
長

率
を
維
持
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
第
₄
表
参
照
）。

　

つ
ま
り
、
ア
ジ
ア
の
新
興
市
場
国
と
発
展
途
上
国
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
や
ア
メ
リ
カ
経
済
の
停
滞
予
想
と
は
異
な
り
、
５
％
前
後
の
か
な
り
高

い
実
質
経
済
成
長
を
維
持
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、

日
本
は
欧
米
の
経
済
が
停
滞
し
て
い
る
と
き
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の

第3表　一人当たり県民所得2020年

参考：神奈川県296万円（13位)、大阪府283万円（22位)。
(内閣府：｢県民経済計算（平成23年度－令和2年度)」2023年9月29日
発表）

１ 東　京　都 521万円

2 愛　知　県 343万円

3 福　井　県 318万円

4 栃　木　県 313万円

5 富　山　県 312万円

6 静　岡　県 311万円

7 茨　城　県 310万円

8 滋　賀　県 310万円

9 徳　島　県 301万円

10 千　葉　県 299万円

全 国 平 均 312万円
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経
済
関
係
を
よ
り
一
層
深
め
て
、
日
本
企

業
の
進
出
、
貿
易
の
拡
大
を
図
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
お
互
い
の
経
済
の
活
性
化
を
図

る
べ
き
で
す
。
中
国
の
南
シ
ナ
海
や
東
シ

ナ
海
に
お
け
る
他
国
と
の
摩
擦
は
、
ア
ジ

ア
の
国
々
を
日
本
に
近
づ
け
る
一
つ
の
契

機
と
な
り
ま
す
。

₃　

地
方
の
活
性
化
と
令
和
₆
年
能
登
半

島
地
震
へ
の
支
援

　

日
本
が
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
経
済
発
展

を
と
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
東
京
一
極
集

中
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
、
地
域
の
発
展
に

も
力
を
入
れ
る
べ
き
で
す
。
地
方
は
、
人

口
や
企
業
の
減
少
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
衰

退
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
地
方
の

活
性
化
の
た
め
に
観
光
客
の
誘
致
に
力
を

入
れ
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

観
光
だ
け
で
地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と

は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
。
次
に
述
べ
る

よ
う
に
「
も
の
づ
く
り
」
を
忘
れ
る
と
、

地
域
は
活
性
化
し
ま
せ
ん
。
ソ
フ
ト
面
だ

け
で
地
域
は
活
性
化
し
な
い
の
で
す
。
も
の
づ
く
り
と
い
う
ハ
ー
ド
面
と

両
立
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
地
域
は
発
展
す
る
の
で
す
。
観
光
だ
け
で
地

域
や
国
が
発
展
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
や
ギ
リ
シ
ャ
は
と
っ
く
に

先
進
国
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
今
年
の
元
日
に
発
生
し
た
「
令
和
６
年
能
登

半
島
地
震
」
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
に
、
政
府
と
国
民
は
力
を
合
わ
せ
て

支
援
を
継
続
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
地
域
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
の
で
す
。

₄　

製
造
業
の
育
成

　

私
の
専
門
分
野
で
あ
る
「
経
済
効
果
」
の
分
析
で
は
、「
自
給
率
」
と

い
う
用
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
や
地
域
で
ど
れ
だ
け
の
「
モ
ノ
」

が
作
ら
れ
て
い
る
か
を
示
す
指
標
で
す
。
自
給
率
が
低
い
と
、
そ
の
国
や

地
域
で
、
販
売
さ
れ
た
モ
ノ
の
代
金
か
ら
か
な
り
の
お
金
が
、
そ
の
モ
ノ

を
作
っ
た
国
や
地
域
に
流
出
し
て
い
く
の
で
す
。
以
前
、
筆
者
が
「
和
歌

山
県
の
ネ
コ
の
た
ま
駅
長
」
の
経
済
効
果
を
計
算
し
た
時
に
、
た
ま
駅
長

の
ス
ト
ラ
ッ
プ
、
フ
ァ
イ
ル
、
お
菓
子
、
写
真
集
な
ど
の
グ
ッ
ズ
の
多
く

は
和
歌
山
で
作
ら
れ
ず
に
、
大
阪
な
ど
の
近
隣
府
県
で
作
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
売
上
代
金
の
一
部
が
す

ぐ
に
大
阪
な
ど
の
近
隣
府
県
の
製
造
元
に
支
払
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
た

め
製
造
業
を
そ
の
地
域
で
育
成
す
る
こ
と
が
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る

の
で
す
。

第4表　アジアの新興市場国と発展途上国の実質経済成長率（2023年と2024年は予測値）

注：アジアの新興市場国と発展途上国とは、中国、インド、ASEAN諸国のことです。

アジアの新興市場国と発展途上国 4.5 5.2 4.8

2022年 2023年 2024年

（ＩＭＦ：2023年10月発表）
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₅　

Ｉ
Ｔ
化
の
促
進

　

第
₅
表
は
ス
イ
ス
の
Ｉ
Ｍ
Ｄ
が
、
２
０
２
３
年
11
月
に
発
表
し
た
「
世

界
デ
ジ
タ
ル
競
争
力
ラ
ン
キ
ン
グ
」
で
す
。

　

日
本
は
過
去
最
低
の
32
位
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
Ｕ
Ａ
Ｅ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
中
国
、
カ
タ
ー
ル
、
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
も
負
け
て
い
る
の
で
す
。
各
国
が

Ｉ
Ｔ
化
を
推
進
し
て
い
る
中
で
、
い
つ
ま
で
も
紙
と
ハ
ン
コ
で
仕
事
を
し

て
い
る
日
本
は
世
界
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
ま

第5表　世界デジタル競争力ランキング2023

１位 アメリカ

2位 オランダ

…

3位 シンガポール 13位 イスラエル

4位 デンマーク

5位 スイス 19位 中国

6位 韓国

7位 スウェーデン 29位 カタール

8位 フィンランド

9位 台湾

…
…

…
10位 香港 32位 日本

12位 ＵＡＥ

30位 サウジアラビア

（ＩＭＤ：2023年11月30日発表）

で
も
古
い
習
慣
に
振
り
回
さ
れ
な
い
で
、
勇
気
を
出
し
て
官
民
挙
げ
て
日

本
の
Ｉ
Ｔ
化
に
邁
進
す
べ
き
で
す
。

₆　

大
阪
・
関
西
万
博
の
成
功

　

２
０
２
５
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
「
大
阪
・
関
西
万
博
」
は
、
大
阪
・

関
西
を
中
心
に
し
て
日
本
経
済
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
阪
・
関
西
万
博
の
経
済
効
果
は
、
大
阪
市
・
大
阪
府
は
約
２
兆

３
０
０
０
億
円
、
経
済
産
業
省
は
約
１
兆
９
０
０
０
億
円
と
予
想
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
建
設
の
遅
れ
や
費
用
の
膨
張
、
国
民
の
関
心
が
低
い
こ

と
な
ど
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
万
博
を
開
催
す
る
以
上
は
成
功
さ

せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

一
般
的
に
、
万
博
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
国
際
的
大
イ
ベ
ン
ト
の

経
済
効
果
は
、
次
の
３
種
類
の
効
果
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

第
１
：
開
催
前
の
建
設
な
ど
準
備
の
投
資
に
よ
る
経
済
効
果

第
２
：
開
催
期
間
中
の
観
客
の
消
費
に
よ
る
経
済
効
果

第
３
：
終
わ
っ
て
か
ら
の
「
レ
ガ
シ
ー
効
果
」
と
呼
ば
れ
る
経
済
効
果

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、
国
立
競
技
場
、
多
く
の
競
技
施
設
、
選
手
村
な

ど
の
建
設
投
資
に
よ
り
、
第
１
の
経
済
効
果
が
大
き
い
の
が
特
徴
で
す
。

例
え
ば
、
２
０
１
２
年
の
ロ
ン
ド
ン
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
経
済
効
果
に
つ

い
て
、
経
済
雑
誌
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
は
大
会
の

経
済
効
果
は
約
１
６
５
億
ポ
ン
ド
（
当
時
の
レ
ー
ト
で
約
２
兆
６
８
０
億

円
）
で
、
そ
の
う
ち
第
１
の
大
会
準
備
の
事
業
費
の
経
済
効
果
は
約
82
％
、
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宮
本
勝
浩
（
み
や
も
と
・
か
つ
ひ
ろ
）

昭
和
20
年
、
和
歌
山
県
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
経
済

学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
そ
の
後
、
大
阪
府
立
大
学
経

済
学
部
教
授
、
経
済
学
部
長
、
副
学
長
を
歴
任
。
現
在
は
、

関
西
大
学
名
誉
教
授
、
大
阪
府
立
大
学
名
誉
教
授
。
テ
レ

ビ
、
ラ
ジ
オ
に
も
多
数
出
演
中
。
専
門
分
野
は
理
論
経
済

学
、
国
際
経
済
学
、
関
西
経
済
論
。
主
な
著
書
に
『
移
行

経
済
の
理
論
』、『「
経
済
効
果
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
』

な
ど
が
あ
る
。

大
会
中
の
観
客
の
経
済
効
果
は
約
12
％
、
そ
し
て
大
会
運
営
の
経
済
効
果

は
約
６
％
と
分
析
し
ま
し
た
。
こ
の
分
析
で
は
第
３
の
「
レ
ガ
シ
ー
効

果
」
は
計
算
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
か
に
第
１
の
大
会
準
備
の
事
業
費
の

経
済
効
果
が
大
き
い
か
が
よ
く
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

他
方
、
万
博
は
開
催
前
の
準
備
の
建
設
な
ど
に
よ
る
投
資
の
効
果
は
大

き
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
万
博
終
了
後
ほ
と
ん
ど
の
建
設
物
は
取
り

壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
簡
素
に
建
て
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
万
博
の
場
合
は
第
２
の
開
催
期
間
中
の

観
客
に
よ
る
消
費
の
経
済
効
果
と
第
３
の
「
レ
ガ
シ
ー
効
果
」
が
大
切
な

の
で
す
。
多
く
の
観
客
を
集
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
後
々
ま
で
続
く
「
レ
ガ

シ
ー
効
果
」
を
生
み
出
す
こ
と
が
重
要
で
す
。
１
９
７
０
年
の
大
阪
万
博

で
は
、「
月
の
石
」
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
「
レ
ガ
シ
ー
効

果
」
を
生
み
出
し
て
大
成
功
を
お
さ
め
ま
し
た
。
動
く
歩
道
、
温
水
便
座
、

現
在
の
ス
マ
ホ
の
前
身
で
あ
る
ワ
イ
ヤ
レ
ス
フ
ォ
ン
、
テ
レ
ビ
電
話
、
タ

イ
ム
カ
プ
セ
ル
、
ピ
ザ
・
フ
ラ
イ
ド
チ
キ
ン
・
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
な
ど
の
フ

ァ
ス
ト
フ
ー
ド
な
ど
が
、
万
博
の
あ
と
日
本
中
に
広
が
り
、
日
本
人
の
生

活
の
利
便
性
の
向
上
に
貢
献
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
万
博
も
空
飛
ぶ
車
は
じ
め
、
多
く
の
医
療
技
術
や
映
像
技
術
の

進
歩
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
が
後
世
の
日
本
人
の
生
活
向
上
に

貢
献
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
２
０
２
５
年
の
大
阪
・
関
西
万
博
は
成
功
で
あ

っ
た
と
評
価
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

Ⅴ

ま
と
め

　

２
０
２
４
年
の
日
本
経
済
は
大
き
な
分
岐
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
過
去
の
習
慣
に
固
執
し
て
世
界
各
国
が
進
ん
で
い
る
方
向
か

ら
取
り
残
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
勇
気
を
出
し
て
新
し
い
方
向
に
乗
り
出

し
て
い
く
か
の
分
か
れ
道
で
迷
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
慣
れ

親
し
ん
だ
環
境
に
身
を
置
く
こ
と
は
簡
単
で
す
。
新
し
い
苦
難
の
海
に
乗

り
出
す
こ
と
は
、
多
く
の
困
難
が
待
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
Ⅳ

で
述
べ
た
よ
う
な
戦
略
を
実
行
し
て
い
け
ば
、
私
た
ち
の
美
し
い
日
本
が

こ
れ
か
ら
も
世
界
の
先
頭
を
切
っ
て
、
自
由
と
民
主
主
義
を
維
持
し
て
世

界
に
誇
る
経
済
力
を
持
っ
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

将
来
の
素
晴
ら
し
い
日
本
に
向
か
っ
て
一
人
ひ
と
り
が
努
力
し
て
い
く
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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賃
上
げ
促
進
税
制
の
拡
充

及
び
延
長

交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る

飲
食
費
に
係
る
見
直
し

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済

に
関
す
る
損
金
算
入
の
特

例
に
つ
い
て
の
改
正

法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特

例
措
置
に
係
る
特
例
承
継
計

画
の
提
出
期
限
の
延
長

１234

賃
上
げ
促
進
税
制
の
拡
充

及
び
延
長

交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る

飲
食
費
に
係
る
見
直
し

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済

に
関
す
る
損
金
算
入
の
特

例
に
つ
い
て
の
改
正

法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特

例
措
置
に
係
る
特
例
承
継
計

画
の
提
出
期
限
の
延
長

１234

こ
う
変
わ
る
マ
ネ
ー
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
税
理
士
法
人

　税
理
士

　村
田

　直

令
和
6
年
度
の
税
制
は

令
和
6
年
度
税
制
改
正
、
目
玉

は
賃
上
げ
促
進
税
制
の
拡
充

　

令
和
５
年
12
月
22
日
に
、「
令
和

６
年
度
税
制
改
正
の
大
綱
」
が
閣
議

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
の
中
小
企
業
経
営
に
大
き
く

影
響
す
る
改
正
項
目
と
し
て
、
今
回

は
そ
の
中
か
ら
次
の
４
項
目
を
お
伝

え
し
ま
す
。

賃
上
げ
促
進
税
制
の
拡
充
及
び

延
長

　

中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
未
だ
そ

の
６
割
が
欠
損
法
人
と
な
っ
て
お
り
、

税
制
措
置
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
必

ず
し
も
効
か
な
い
構
造
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
の
雇
用
の

７
割
を
担
う
中
小
企
業
に
賃
上
げ
の

裾
野
を
拡
大
し
て
い
く
た
め
、
賃
上

げ
促
進
税
制
が
強
化
さ
れ
ま
す
。
最

大
控
除
率
を
40
％
か
ら
45
％
に
引
き

上
げ
た
上
で
、
新
た
に
繰
越
控
除
制

度
を
創
設
し
、
賃
上
げ
促
進
税
制
の

税
額
控
除
の
額
に
つ
い
て
、
当
期
の

税
額
か
ら
控
除
で
き
な
か
っ
た
分
を

５
年
間
繰
り
越
す
こ
と
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
中
小
企
業
向
け
の

給
与
等
の
支
給
額
が
増
加
し
た
場
合

の
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
次
の

見
直
し
を
行
い
、
控
除
限
度
超
過
額

は
５
年
間
の
繰
越
し
が
で
き
る
こ
と

と
し
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
が
令
和

９
年
３
月
31
日
開
始
事
業
年
度
ま
で

３
年
延
長
さ
れ
ま
す（
図
表
１
参
照
）。

⑴　

教
育
訓
練
費
に
係
る
税
額
控
除

率
の
上
乗
せ
措
置
に
つ
い
て
、
教

育
訓
練
費
の
額
の
比
較
教
育
訓
練

費
の
額
に
対
す
る
増
加
割
合
が
５

％
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
教
育
訓

練
費
の
額
が
雇
用
者
給
与
等
支
給

額
の
０
・
０
５
％
以
上
で
あ
る
場

合
に
税
額
控
除
率
に
10
％
を
加
算

す
る
措
置
と
さ
れ
ま
す
。

⑵　

当
期
が
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認

定
若
し
く
は
プ
ラ
チ
ナ
え
る
ぼ
し

認
定
を
受
け
て
い
る
事
業
年
度
又

は
く
る
み
ん
認
定
若
し
く
は
え
る

ぼ
し
認
定
（
２
段
階
目
以
上
）
を

受
け
た
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
に

税
額
控
除
率
に
５
％
を
加
算
す
る

措
置
が
加
え
ら
れ
ま
す
。
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（マネーコンシェルジュ税理士法人　https://www.money-c.com）

図表2　交際費等の損金不算入制度の改正概要

（出典：経済産業省「令和6年度（2024年度）経済産業関係 税制改正について」を基に作成）

※交際費等：交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、
供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの（１人当たり5,000円超の飲食費含む)。
１人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等の範囲から除外されているが、これを１万円に引上げ。

※太字が改正箇所
【適用期限：令和8年度末】

（控除限度額）

800万円

100％（損金算入割合）

損金不算入

損金算入

図表１　賃上げ促進税制の改正概要

（出典：経済産業省「令和6年度（2024年度）経済産業関係 税制改正について」を基に作成）

改正後【措置期間：3年間】 改正前【措置期間：2年間】

大
企
業

継続雇用者
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍

税額
控除率

最大
控除率

＋3％
＋4％
＋5％
＋7％

10％
15％
20％
25％

＋10％ 5％
上乗せ

プラチナくるみん
or

プラチナえるぼし

5％
上乗せ 35％

中
堅
企
業

継続雇用者
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍

税額
控除率

最大
控除率

＋3％ 10％

＋4％ 25％
＋10％ 5％

上乗せ

プラチナくるみん
or

えるぼし三段階目以上

5％
上乗せ 35％

中
小
企
業

全雇用者
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍

税額
控除率

最大
控除率

＋1.5％ 15％

＋2.5％ 30％
＋5％ 10％

上乗せ

くるみん
or

えるぼし二段階目以上

5％
上乗せ 45％

継続雇用者
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

＋3％
＋4％
─
─

15％
25％
─
─

＋20％ 5％
上乗せ

最大
控除率

30％

全雇用者
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

＋1.5％ 15％

＋2.5％ 30％
＋10％ 10％

上乗せ

最大
控除率

40％

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能。

　

な
お
、
繰
越
税
額
控
除
制
度
は
、

繰
越
税
額
控
除
を
す
る
事
業
年
度

に
お
い
て
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

が
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を

超
え
る
場
合
に
限
り
、
適
用
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る

飲
食
費
に
係
る
見
直
し

　

地
方
活
性
化
の
中
心
的
役
割
を
担

う
中
小
企
業
の
経
済
活
動
の
活
性
化

や
、「
安
い
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
指
摘
に

象
徴
さ
れ
る
飲
食
料
費
に
係
る
デ
フ

レ
マ
イ
ン
ド
を
払
拭
す
る
観
点
か
ら
、

交
際
費
課
税
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま

す
。

　

具
体
的
に
は
、
交
際
費
等
の
損
金

不
算
入
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
措
置

を
講
じ
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
が
令

和
９
年
３
月
31
日
開
始
事
業
年
度
ま

で
３
年
延
長
さ
れ
ま
す
（
図
表
₂
参

照
）。

⑴　

損
金
不
算
入
と
な
る
交
際
費
等

の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
一
定
の
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図表3　事業承継税制の改正概要

（出典：経済産業省「令和6年度（2024年度）経済産業関係 税制改正について」を基に作成）

※太字が改正箇所
【特例承継計画の提出期限：令和7年度末】

都
道
府
県
庁

税
務
署

税
務
署

都
道
府
県

税
務
署

特例承継
計画の策定・
確認申請

事業承継
（贈与・相続）

認定申請

税務署へ
申告

税務申告後
5年以内

6年目以後

●認定書の写しとともに、贈与税の申告書等を
　提出。

●都道府県及び税務署へ毎年報告。

●税務署へ3年に１度報告。

2026年3月31日まで

2027年12月31日まで

申告期限の2ヶ月前までに

法人版事業承継税制に係る手続

飲
食
費
に
係
る
金
額
基
準
が
１
人

当
た
り
１
万
円
以
下
（
現
行
：
５

０
０
０
円
以
下
）
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

⑵　

接
待
飲
食
費
に
係
る
損
金
算
入

の
特
例
及
び
中
小
法
人
に
係
る
損

金
算
入
の
特
例
の
適
用
期
限
が
３

年
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

上
記
⑴
の
改
正
は
、
令
和
６
年
４

月
１
日
以
後
に
支
出
す
る
飲
食
費
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
に
関

す
る
損
金
算
入
の
特
例
に
つ
い

て
の
改
正

　

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
に
つ
い

て
、
解
約
後
に
再
契
約
し
た
場
合
の

掛
金
の
取
扱
い
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

特
定
の
基
金
に
対
す
る
負
担
金
等

の
損
金
算
入
の
特
例
に
お
け
る
独
立

行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

が
行
う
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
事

業
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
、
中
小
企

業
倒
産
防
止
共
済
法
の
共
済
契
約
の

解
除
が
あ
っ
た
後
同
法
の
共
済
契
約

を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
解
除

の
日
か
ら
同
日
以
後
２
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
支
出
す
る
当
該
共

済
契
約
に
係
る
掛
金
に
つ
い
て
は
、

本
特
例
の
適
用
が
で
き
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
10
月
１
日
以
後
の
共
済

契
約
の
解
除
に
つい
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特
例

措
置
に
係
る
特
例
承
継
計
画
の

提
出
期
限
の
延
長

　

法
人
版
事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て

は
、
平
成
30
年
１
月
か
ら
10
年
間
の

特
例
措
置
と
し
て
、
令
和
６
年
３
月

末
ま
で
に
特
例
承
継
計
画
の
提
出
が

な
さ
れ
た
事
業
承
継
に
つ
い
て
抜
本

的
拡
充
が
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
コ

ロ
ナ
の
影
響
が
長
期
化
し
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
特
例
承
継
計
画
の
提
出
期

限
が
令
和
８
年
３
月
末
ま
で
２
年
延

長
さ
れ
ま
す
（
図
表
₃
参
照
）。

　

た
だ
し
、
こ
の
特
例
措
置
は
、
日

本
経
済
の
基
盤
で
あ
る
中
小
企
業
の

円
滑
な
事
業
承
継
を
集
中
的
に
進
め

る
観
点
の
下
、
贈
与
・
相
続
時
の
税

負
担
が
生
じ
な
い
制
度
と
す
る
な
ど
、

極
め
て
異
例
の
時
限
措
置
と
し
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
令
和
９
年
12
月

末
ま
で
の
適
用
期
限
に
つ
い
て
は
今

後
と
も
延
長
さ
れ
な
い
方
針
で
す
。

　

今
日
の
こ
の
話
が
経
営
者
の
皆
様

の
経
営
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
今
回
の
内
容
は
国
会
を
通

過
す
る
ま
で
は
、
最
終
決
定
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

17-19_2403令和６年度の税制はこう変わる.indd   1917-19_2403令和６年度の税制はこう変わる.indd   19 2024/02/01   19:422024/02/01   19:42



税
理
士
・
関
西
大
学
非
常
勤
講
師

　壷
見
晴
彦

３
月
決
算
法
人
の

法
人
税
申
告
の
ポ
イ
ン
ト

法
人
税
申
告
の
ポ
イ
ン
ト

　

令
和
６
年
３
月
期
の
法
人
税
申
告
に
当
た

っ
て
特
に
留
意
す
る
点
に
つ
い
て
、
令
和
５

年
度
ま
で
の
税
制
改
正
を
織
り
込
み
、
賃
上

げ
や
成
長
促
進
な
ど
の
好
循
環
に
つ
な
が
る

事
項
を
中
心
に
、
中
小
企
業
の
経
営
者
や
経

理
担
当
の
皆
様
に
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま

す
。

賃
上
げ
促
進
税
制

１
　

積
極
的
な
賃
上
げ
を
促
す
観
点
か
ら
令
和

４
年
度
税
制
改
正
で
一
部
改
正
さ
れ
た
制
度

で
、
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始

す
る
各
事
業
年
度
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
　
中
小
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制
（
図

表
１
参
照
）

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企
業
者
等

が
国
内
雇
用
者
に
対
し
て
前
年
度
よ
り
１
・

５
％
以
上
賃
上
げ
（
増
加
）
し
て
給
与
等
を

支
給
す
る
場
合
は
、
法
人
税
額
か
ら
支
給
増

加
額
の
15
％
（
上
乗
せ
要
件
を
満
た
せ
ば
最

大
40
％
）
を
控
除
す
る
（
調
整
前
法
人
税
額

の
20
％
が
上
限
）
も
の
で
す
。

　

中
小
企
業
者
等
は
⑵
の
大
企
業
向
け
賃
上

げ
促
進
税
制
を
選
択
適
用
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

（
注
）　

中
小
企
業
者
等
と
は
、
資
本
金
の
額
等
が

１
億
円
以
下
又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が

１
０
０
０
人
以
下
の
法
人
な
ど
を
い
い
ま
す
。

⑵
　
大
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制
（
図
表

₂
参
照
）

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
（
中
小
企

業
者
等
を
含
む
全
企
業
）
が
国
内
雇
用
者
の

う
ち
継
続
雇
用
者
に
対
し
て
前
年
度
よ
り
３

％
以
上
賃
上
げ
（
増
加
）
し
て
給
与
等
を
支

給
す
る
場
合
は
、
法
人
税
額
か
ら
支
給
増
加
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図表１　中小企業向け賃上げ促進税制

図表2　大企業向け賃上げ促進税制

適用要件

税額控除
限度額

雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額
─

比較雇用者給与等支給額
≧ 1.5％

《上乗せ要件》

雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額
─

比較雇用者給与等支給額
≧ 2.5％①

教育訓練費の額－比較教育訓練費の額
─

比較教育訓練費の額
≧ 10％②

税額控除限度額（調整前法人税額の20％を上限）

　　　　　　　　＝ 控除対象雇用者給与等支給増加額× 15％※

※　《上乗せ要件》①のみを満たす場合は30％、②のみを満たす場合は25％、①及び②の
　いずれも満たす場合には40％

適用要件

税額控除
限度額

継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額
─

継続雇用者比較給与等支給額
≧3％

《上乗せ要件》

継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額
─

継続雇用者比較給与等支給額
≧4％①

教育訓練費の額－比較教育訓練費の額
─

比較教育訓練費の額
≧ 20％②

税額控除限度額（調整前法人税額の20%を上限）

　　　　　　　　＝ 控除対象雇用者給与等支給増加額 × 15％※

資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する
従業員の数が1,000人以上である場合には、マルチステークホルダー方針を公表し
ていること等が必要

※　《上乗せ要件》①のみを満たす場合は25％、②のみを満たす場合は20％、①及び②の
　いずれも満たす場合には30％
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図表3　中小企業投資促進税制の適用対象資産

機械装置（コインランドリー業で管理
を他の者に委託するものなどを除く）

特定機械装置等 最低取得価額等

１台又は１基の取得価額が160万円以上

測定工具及び検査工具
•１台又は１基の取得価額が120万円以上
•１台又は１基の取得価額が30万円以上かつ合計
120万円以上

ソフトウェア
•一の取得価額が70万円以上
•その事業年度において事業の用に供した取得価額
合計が70万円以上

普通貨物自動車 車両総重量3.5トン以上

内航船舶 一定のもの

額
の
15
％
（
上
乗
せ
要
件
を
満
た
せ
ば
最
大

30
％
）
を
控
除
す
る
（
調
整
前
法
人
税
額
の

20
％
が
上
限
）
も
の
で
す
。

投
資
促
進
税
制

２
⑴
　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

　

中
小
企
業
に
お
け
る
生
産
性
向
上
等
を
図

る
観
点
か
ら
令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
延
長

さ
れ
た
制
度
で
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
事
業
の
用
に
供
し
た
資
産
に
適
用
さ

れ
ま
す
。
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企

業
者
等
が
図
表
₃
の
特
定
機
械
装
置
等
を
取

得
等
し
て
指
定
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に

は
、
取
得
価
額
の
７
％
の
税
額
控
除
（
中
小

企
業
者
等
の
う
ち
資
本
金
の
額
等
が
３
０
０

０
万
円
以
下
の
法
人
等
に
限
ら
れ
、
⑵
の
中

小
企
業
経
営
強
化
税
制
と
の
合
計
で
、
調
整

前
法
人
税
額
の
20
％
が
上
限
）
又
は
取
得
価

額
の
30
％
の
特
別
償
却
が
で
き
る
制
度
で
す
。

⑵
　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

　

中
小
企
業
の
設
備
投
資
に
よ
る
企
業
力
の

強
化
や
生
産
性
向
上
を
後
押
し
す
る
制
度
で
、

令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
延
長
さ
れ
、
令
和

７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
事
業
の
用
に
供

し
た
資
産
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
青
色
申
告
書

を
提
出
す
る
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
を
受

け
た
中
小
企
業
者
等
が
、
特
定
経
営
力
向
上

設
備
等
の
取
得
等
を
し
て
指
定
事
業
の
用
に

供
し
た
場
合
に
は
、
取
得
価
額
の
７
％
（
中

小
企
業
者
等
の
う
ち
資
本
金
の
額
等
が
３
０

０
０
万
円
以
下
の
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
10

％
）
の
税
額
控
除
（
⑴
の
中
小
企
業
投
資
促

進
税
制
と
の
合
計
で
、
調
整
前
法
人
税
額
の

20
％
が
上
限
）
又
は
即
時
償
却
が
で
き
る
制

度
で
す
。

　

特
定
経
営
力
向
上
設
備
等
は
、
生
産
等
設

備
を
構
成
す
る
機
械
装
置
、
工
具
、
器
具
備
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図表4　特定経営力向上設備等の要件

生産性向上設備（Ａ類型） 生産性が旧モデル比年平均１％以上向上する設備

収益力強化設備（Ｂ類型） 投資収益率が年平均5％以上の投資計画に係る設備

デジタル化設備（Ｃ類型） 可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備 

経営資源集約化設備（Ｄ類型）
修正ＲＯＡ又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資
計画に係る設備

品
、
建
物
附
属
設
備
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

（
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業
又
は
暗
号
資
産
マ

イ
ニ
ン
グ
業
用
の
資
産
で
他
者
委
託
し
て
い

る
も
の
な
ど
を
除
く
）
で
、
図
表
₄
の
要
件

を
満
た
す
一
定
規
模
以
上
の
も
の
で
す
。

研
究
開
発
税
制
（
試
験
研
究

を
行
っ
た
場
合
の
税
額
控
除

制
度
）

３
　

研
究
開
発
投
資
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
、
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
に
つ
な
が
る
革
新
的
な

研
究
開
発
等
を
促
し
、
成
長
力
・
国
際
競
争

力
を
強
化
す
る
た
め
の
制
度
で
、
令
和
５
年

度
税
制
改
正
で
税
額
控
除
率
や
控
除
上
限
の

メ
リ
ハ
リ
強
化
が
行
わ
れ
、
令
和
８
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に

適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
　
中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企
業
者
等

に
お
い
て
、
試
験
研
究
費
が
あ
る
場
合
に
、

法
人
税
額
か
ら
試
験
研
究
費
の
12
％
相
当
額

（
中
小
企
業
者
等
税
額
控
除
限
度
額
）
を
控

除
（
調
整
前
法
人
税
額
の
25
％
相
当
額
が
上

限
）
で
き
る
制
度
で
す
。
中
小
企
業
者
等
は

⑵
の
制
度
を
選
択
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

中
小
企
業
者
等
税
額
控
除
限
度
額
は
、
増

減
試
験
研
究
費
割
合
が
12
％
を
超
え
る
場
合

は
試
験
研
究
費
の
17
％
相
当
額
が
上
限
と
さ

れ
（
図
表
₅
参
照
）、
試
験
研
究
費
が
平
均

売
上
の
10
％
を
超
え
る
場
合
は
上
乗
せ
措
置

が
あ
り
ま
す
。

⑵
　
一
般
試
験
研
究
費
の
額
に
係
る
税
額
控

除
制
度

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
に
お
い
て
、

試
験
研
究
費
が
あ
る
場
合
に
、
法
人
税
額
か

ら
試
験
研
究
費
に
税
額
控
除
割
合
を
乗
じ
て

計
算
し
た
税
額
控
除
限
度
額
を
控
除
（
調
整

前
法
人
税
額
の
25
％
相
当
額
が
上
限
）
で
き
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図表5　中小企業者等税額控除限度額の上乗せ（増減試験研究費が12％超の場合）

中小企業者等
税額控除
限度額

17％相当額
を上限

＝ 12％ ＋
増減試験
研究費
割合

－ 12％ × 0.375

図表6　税額控除限度額の上乗せ

増減試験研究費割合が12％超の場合

税額控除
限度額

14％相当額
を上限

＝ 11.5％ ＋
増減試験
研究費
割合

－ 12％ × 0.375

増減試験研究費割合が12％以下の場合

税額控除
限度額

１％相当額
を下限

＝ 11.5％ －
増減試験
研究費
割合

－12％ × 0.25

× 試験研究費
の額

× 試験研究費
の額

× 試験研究費
の額

る
制
度
で
す
。
税
額
控
除
限
度
額
は
、
増
減

試
験
研
究
費
割
合
が
12
％
超
か
12
％
以
下
か

で
区
分
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
控
除
割
合
の
上

限
は
14
％
で
下
限
は
１
％
で
す
（
図
表
₆
参

照
）。
試
験
研
究
費
が
平
均
売
上
の
10
％
を
超

え
る
場
合
は
上
乗
せ
措
置
が
あ
り
ま
す
。

交
際
費
等
の

損
金
不
算
入
制
度

４
　

営
業
活
動
促
進
に
よ
る
収
益
機
会
の
向
上

や
飲
食
店
営
業
等
の
需
要
の
喚
起
を
図
り
経

済
を
活
性
化
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
令
和
４
年

度
税
制
改
正
で
特
例
が
延
長
さ
れ
、
令
和
６

年
３
月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
ま

で
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

原
則
は
、
法
人
が
支
出
す
る
交
際
費
等
は

損
金
に
算
入
し
ま
せ
ん
が
、
特
例
と
し
て
、

資
本
金
の
額
等
が
１
億
円
以
下
で
あ
る
中
小

法
人
は
、
次
の
接
待
飲
食
費
に
係
る
損
金
算
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入
の
特
例
に
代
え
て
、
定
額
控
除
限
度
額

（
年
８
０
０
万
円
）
を
超
え
る
交
際
費
等
を

損
金
に
算
入
し
な
い
、
す
な
わ
ち
８
０
０
万

円
ま
で
は
損
金
に
で
き
る
制
度
で
す
。

　

接
待
飲
食
費
に
係
る
損
金
算
入
の
特
例
と

し
て
、
中
小
法
人
と
資
本
金
の
額
等
が
１
０

０
億
円
以
下
で
あ
る
大
法
人
は
、
交
際
費
等

の
う
ち
接
待
飲
食
費
の
額
の
50
％
相
当
額
を

超
え
る
部
分
の
金
額
を
損
金
に
算
入
し
な
い
、

す
な
わ
ち
50
％
の
額
を
上
限
な
く
損
金
に
で

き
ま
す
。

　

１
人
当
た
り
５
０
０
０
円
以
下
の
飲
食
等

の
た
め
に
要
す
る
費
用
等
は
交
際
費
等
か
ら

除
か
れ
、
損
金
に
算
入
で
き
ま
す
。

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得

価
額
の
損
金
算
入
の
特
例

５
　

中
小
企
業
の
事
務
負
担
の
軽
減
や
事
務
効

率
向
上
等
に
資
す
る
設
備
投
資
を
促
進
さ
せ

活
力
向
上
を
図
る
た
め
の
制
度
で
す
。
青
色

申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企
業
者
等
に
お
い

て
は
、
取
得
価
額
10
万
円
以
上
の
減
価
償
却

資
産
で
あ
っ
て
も
、
30
万
円
未
満
で
あ
れ
ば

少
額
減
価
償
却
資
産
と
し
て
全
額
損
金
算
入

で
き
ま
す
（
年
間
総
額
３
０
０
万
円
が
上

限
）。
た
だ
し
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が

５
０
０
人
超
の
法
人
や
前
３
事
業
年
度
の
平

均
所
得
が
年
15
億
円
超
の
法
人
は
適
用
対
象

外
と
な
り
、
ま
た
、
対
象
資
産
か
ら
貸
付
け

用
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

　

取
得
価
額
10
万
円
未
満
の
減
価
償
却
資
産

は
即
時
償
却
、
取
得
価
額
10
万
円
以
上
20
万

円
未
満
の
減
価
償
却
資
産
は
一
括
償
却
が
可

能
で
す
（
対
象
資
産
か
ら
貸
付
け
用
は
除
外
）。

法
人
税
の
税
率

６
　

普
通
法
人
の
法
人
税
率
は
23
・
２
％
と
な

っ
て
お
り
、
特
例
と
し
て
、
資
本
金
の
額
等

が
１
億
円
以
下
で
あ
る
中
小
法
人
は
、
所
得

金
額
年
８
０
０
万
円
以
下
の
部
分
に
つ
い
て

は
軽
減
税
率
15
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和

５
年
度
税
制
改
正
で
延
長
さ
れ
、
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に

適
用
さ
れ
ま
す
。

勘
定
科
目
内
訳
明
細
書
の

イ
ン
ボ
イ
ス
番
号
の
記
載

７
　

令
和
６
年
３
月
１
日
以
後
終
了
事
業
年
度

用
の
勘
定
科
目
内
訳
明
細
書
の
10
種
類
の
内

訳
書
に
取
引
先
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の
登
録
番
号

（
Ｔ
＋
法
人
番
号
）
又
は
法
人
番
号
を
記
載

す
る
欄
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、
記
載
し
た
場

合
に
は
、
売
掛
金
の
例
で
は
「
名
称
（
氏

名
）」
欄
及
び
「
所
在
地
（
住
所
）」
欄
の
記

載
を
省
略
で
き
ま
す
。
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税務・労務・法務の
最新トピックス

公認会計士・税理士

新名 貴則

「
令
和
6
年
能
登
半
島
地
震
」
に
係
る

国
税
の
申
告
・
納
付
等
の
期
限
を
延
長

石
川
県
及
び
富
山
県
を
指
定
し
て
期
限
延
長

国
税
庁

電
子
取
引
に
係
る
「
お
問
合
せ
の
多
い
ご
質

問
」
を
公
表

Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
上
の
領
収
書
等
デ
ー
タ
の
取
扱
い
な
ど

国
税
庁

　

国
税
庁
は
、
１
月
12
日
に
「『
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
』
に
係
る

国
税
の
申
告
・
納
付
等
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
、
石
川

県
及
び
富
山
県
を
対
象
に
、
国
税
に
関
す
る
申
告
、
申
請
、
納
付
等
の

期
限
を
延
長
す
る
と
発
表
し
ま
し
た
（
図
表
参
照
）。

　

石
川
県
及
び
富
山
県
以
外
に
納
税
地
が
あ
る
方
で
も
、
今
回
の
地
震

で
被
災
し
、
申
告
・
納
付
等
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
所
轄
の
税
務
署

に
申
請
す
る
こ
と
で
、
申
告
・
納
付
等
の
期
限
の
延
長
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
は
、「
電
子
帳
簿
保
存
法
一
問
一
答
（
令
和
５
年
６
月
版
）」

の
公
表
後
、
質
問
の
多
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
追
加
で
整
理
・
集
約
し
、

図表　｢令和6年能登半島地震」に係る国税の申
　　　告等の期限延長

対象となる
納 税 者

石川県及び富山県に納税地
のある方（法人を含む）

対 象 税 目 国税の全ての税目

対 象 時 期
令和6年１月１日以降に到
来する申告・納付等の期限

延長の手続
自動的に延長されるため申
請等は不要

延長後の期限
今後、被災者の状況に十分
配慮しつつ検討
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申
告
書
等
へ
の
収
受
日
付
印
の
押
な
つ
を
廃
止

令
和
7
年
１
月
以
後
に
廃
止

国
税
庁

令
和
6
年
分
所
得
税
の
定
額
減
税
に
つ
い
て

「
定
額
減
税
特
設
サ
イ
ト
」
が
公
開

国
税
庁

「
お
問
合
せ
の
多
い
ご
質
問
」
と
し
て
公
表
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

主
に
次
の
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
追
加
の
Ｑ
＆
Ａ
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
１
月
前
後
の
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保
存
範
囲
に
つ
い
て

Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
で
の
物
品
購
入
時
の
領
収
書
等
デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
に
つ
い
て

高
速
道
路
の
利
用
明
細
書
の
保
存
に
つ
い
て

　

Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
を
利
用
し
て
物
品
を
購
入
し
た
場
合
に
、
当
該
Ｅ
Ｃ
サ

イ
ト
上
で
領
収
書
等
デ
ー
タ
の
取
引
情
報
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
時
点
で
、
電
子
取
引
の
受
領
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
物
品
の
購
入

者
は
そ
の
領
収
書
等
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
当
該
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
上
で
そ
の
領
収
書
等
デ
ー
タ
の
確
認
が

随
時
可
能
な
状
態
で
あ
る
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
そ
の
領
収
書
等
デ
ー

タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
保
存
し
な
く
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。 

　

税
法
上
の
保
存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
デ
ー
タ
の
確
認
が
で
き
な
く

な
る
場
合
は
、
そ
う
な
る
前
に
領
収
書
等
デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

国
税
庁
は
、「
令
和
７
年
１
月
か
ら
の
申
告
書
等
の
控
え
へ
の
収
受

日
付
印
の
押
な
つ
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
ま
し
た
。

　

今
後
更
に
ｅ
─
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
や
、
Ｄ
Ｘ

の
取
組
の
進
捗
も
踏
ま
え
、
国
税
に
関
す
る
手
続
等
の
見
直
し
の
一
環

と
し
て
、
令
和
７
年
１
月
か
ら
、
持
参
や
郵
送
で
提
出
さ
れ
た
申
告
書

等
の
控
え
に
収
受
日
付
印
の
押
な
つ
を
行
わ
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
「
申
告
書
等
」
と
は
、
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

申
告
、
申
請
、
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
書
類
の
ほ
か
、
納
税
者
が
国
税

庁
、
国
税
局
（
沖
縄
国
税
事
務
所
を
含
む
。）、
税
務
署
に
提
出
す
る
全

て
の
文
書
を
い
い
ま
す
。

　
「
令
和
６
年
度
税
制
改
正
の
大
綱
」
で
は
、
令
和
６
年
分
の
所
得
税

に
つ
い
て
定
額
に
よ
る
所
得
税
の
特
別
控
除
（
定
額
減
税
）
を
実
施
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
関
係
す
る
税
制
改
正
法
案
が
成
立
し
た
場
合

に
は
、
令
和
６
年
６
月
か
ら
定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
受

け
、
国
税
庁
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
「
定
額
減
税
特
設
サ
イ
ト
」
を
開

設
し
、「
給
与
等
の
源
泉
徴
収
事
務
に
係
る
令
和
６
年
分
所
得
税
の
定

額
減
税
の
し
か
た
」
を
公
開
し
ま
し
た
。
同
サ
イ
ト
で
は
今
後
も
定
額

減
税
に
関
す
る
最
新
情
報
が
随
時
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。
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税理士　森下芳雄

法人税法
第11回

長期滞留在庫を費用に
計上する方法はありますか？
─長期滞留在庫の評価損・廃棄損─

モ
リ
シ
タ
先
生

　

社
長
、
社
長
の
会
社
に
は
毎
月
、
月
次
監
査
に
お
伺
い
し
て
い
ま
す
が
、
８

年
前
に
購
入
し
た
商
品
が
ま
だ
在
庫
に
計
上
さ
れ
た
ま
ま
で
す
よ
。
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
す
か
？

　

モ
リ
シ
タ
先
生
、
当
社
は
産
業
用
資
材
の
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

商
品
は
販
売
予
測
の
誤
り
に
よ
り
多
量
に
売
れ
残
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、

販
売
数
量
は
少
な
い
も
の
の
ほ
ぼ
定
価
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
で
、
処
分
す
る

の
に
も
躊
躇
し
て
い
ま
す
。

モ
リ
シ
タ
先
生

　

長
期
滞
留
在
庫
は
持
っ
て
い
る
だ
け
で
会
社
に
と
っ
て
は
損
失
で
す
よ
。
保

管
の
た
め
の
維
持
費
用
も
か
か
り
ま
す
し
、
期
末
の
棚
卸
資
産
と
し
て
計
上
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
売
上
利
益
が
多
く
計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

当
期
は
利
益
が
出
る
見
込
み
で
す
の
で
、
処
分
を
考
え
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
期
末
ま
で
に
廃
棄
し
て
し
ま
え
ば
廃
棄
損
と
し
て
損
失
に
計
上
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
よ
。

　

分
か
り
ま
し
た
。
廃
棄
す
る
こ
と
を
考
え
ま

す
が
、
業
者
が
忙
し
く
期
末
ま
で
に
引
き
取
っ

て
も
ら
え
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
無
理
な

場
合
に
は
、
業
者
に
お
願
い
し
て
期
末
ま
で
に

引
き
取
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
し
て
受
取
書
を

も
ら
え
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
み
ま
す
。

モ
リ
シ
タ
先
生

　

社
長
、
そ
れ
は
不
正
行
為
で
重
加
算
税
の
対

象
で
す
。
絶
対
に
行
っ
て
は
ダ
メ
で
す
よ
！　

期
末
ま
で
に
廃
棄
が
完
了
で
き
な
け
れ
ば
廃
棄

損
を
計
上
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
廃
棄
損

の
計
上
を
行
う
た
め
に
は
、
廃
棄
を
行
っ
た
こ

と
を
証
明
す
る
資
料
（
図
表
参
照
）
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

そ
う
で
す
か
。
ダ
メ
な
ん
で
す
か
。
先
生
、

図表　廃棄を行ったことを証明する資料の例

●取締役会の議事録

●稟議書

●産廃業者が廃棄を行ったことを証明する書類（マニフェスト）

●廃棄時の写真など
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期
末
ま
で
に
廃
棄
が
で
き
な
く
て
も
、
廃
棄
予
定
の
資
産
と
い
う
こ
と
で
評
価

損
を
計
上
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
？

モ
リ
シ
タ
先
生

　

商
品
評
価
損
を
計
上
で
き
る
場
合
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
評
価
損
が
計
上
で

き
る
の
は
、
① 
災
害
に
よ
り
著
し
く
損
傷
し
た
場
合
、
② 

著
し
く
陳
腐
化
し

た
場
合
、
③ 

①
又
は
②
に
準
ず
る
特
別
の
事
実
が
生
じ
た
場
合
の
み
で
す
。

　

当
社
の
場
合
に
は
災
害
は
関
係
な
い
で
す
よ
ね
。
著
し
く
陳
腐
化
し
た
場
合

と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
で
す
か
？

モ
リ
シ
タ
先
生

　

著
し
く
陳
腐
化
し
た
場
合
と
は
、
棚
卸
資
産
そ
の
も
の
に
は
物
質
的
な
欠
陥

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
経
済
的
な
環
境
の
変
化
に
伴
っ
て
そ
の
価
値
が
著
し

く
減
少
し
、
そ
の
価
額
が
今
後
回
復
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
態
を
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
⒜
い
わ
ゆ
る
季
節
商
品
が
売
れ
残
っ
た
も
の
で
今
後
通
常
の
価
額
で

は
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
過
去
の
実
績
な
ど
で
明
ら
か
で
あ
る
場

合
、
⒝
用
途
の
面
で
は
お
お
む
ね
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
型
式
、
性
能
、
品

質
等
が
著
し
く
異
な
る
新
製
品
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
商
品
に
つ

き
今
後
通
常
の
方
法
に
よ
り
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
場
合

な
ど
で
す
。

　

季
節
商
品
と
は
ど
の
よ
う
な
商
品
で
す
か
？　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
や

る
の
で
す
か
？

モ
リ
シ
タ
先
生

　

婦
人
服
の
夏
物
、
冬
物
の
よ
う
な
商
品
で
す
。
今
年
の
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
れ

ば
、
定
価
の
ま
ま
で
は
全
く
売
れ
る
見
込
み
が
な
い
よ
う
な
商
品
を
い
い
ま
す
。

　

当
社
の
商
品
は
①
、
②
の
ど
ち
ら
に
も
該
当
し
ま
せ
ん
。
③
に
は
該
当
し
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？

モ
リ
シ
タ
先
生

　

③
の
準
ず
る
特
別
の
事
実
と
は
、
例
え
ば
、
は
ん
ぱ
物
、
見
切
品
等
の
よ
う

に
、
破
損
、
型
崩
れ
、
た
な
ざ
ら
し
、
品
質
変
化
等
に
よ
り
、
通
常
の
販
売
価

額
や
販
売
方
法
で
は
販
売
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら

の
場
合
に
は
、
評
価
損
の
損
金
算
入
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
の
商
品
に

つ
い
て
は
、
販
売
数
量
は
少
な
い
も
の
の
ほ
ぼ
定
価
で
販
売
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
③
の
準
ず
る
特
別
の
事
実
に
は
該
当
し
な
い
た
め
、
残
念
な

が
ら
評
価
損
の
計
上
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
で
す
か
、
残
念
で
す
。
今
後
、
も
し
も
評
価
損
を
計
上
で
き
る
よ
う
な

事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
時
価
は
ど
の
よ
う
に
し
て
算
定
す
る
の
で
す
か
？

モ
リ
シ
タ
先
生

　

転
売
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
使
用
収
益
さ
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
時
に
お
い

て
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
通
常
付
さ
れ
る
価
額
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
評
価
損
を
計
上
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
の
で
、
何
と
か

業
者
に
期
末
ま
で
に
引
き
取
っ
て
処
分
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
。

モ
リ
シ
タ
先
生

　

長
期
滞
留
在
庫
は
早
め
に
処
理
方
針
を
決
め
て
準
備
し
て
お
か
な
い
と
決
算

に
間
に
合
わ
な
く
な
り
ま
す
よ
。
今
後
は
早
め
に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
る
ほ
ど
、
先
生
、
よ
く
分
か
り
ま
し
た
！　

今
後
は
早
め
に
対
応
し
ま
す
。
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公認会計士・税理士　篠藤敦子

ここに注意！

第39回 定年延長により引き続き勤務する従業員に支払う退職金の源泉徴収

　
当
社
は
就
業
規
則
を
改
正
し
、
定
年
を
60

歳
か
ら
65
歳
に
延
長
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
定
年
の
延
長
に
伴
い
退
職
金
規
程
も
改

正
し
、
退
職
金
（
退
職
一
時
金
）
の
支
給
時

期
は
65
歳
に
延
期
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

就
業
規
則
改
正
前
か
ら
在
職
し
て
い
る
従
業

員
に
つ
い
て
は
、
延
長
前
の
定
年
（
以
下
、

旧
定
年
と
い
い
ま
す
。）
時
に
退
職
金
の
支

払
い
を
受
け
る
前
提
で
生
活
の
設
計
を
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
旧
定
年
で
あ
る
60
歳
に
な

っ
た
と
き
に
退
職
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

　
な
お
、
定
年
延
長
期
間
は
退
職
金
の
計
算

基
礎
に
含
ま
れ
ず
、
定
年
延
長
期
間
に
係
る

退
職
金
は
支
給
し
ま
せ
ん
。

　
就
業
規
則
と
退
職
金
規
程
の
改
正
に
よ
り
、

退
職
金
の
支
払
い
を
受
け
た
後
も
勤
務
を
継

続
す
る
従
業
員
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
の
よ
う
な
従
業
員
に
対
し
て
退
職

金
を
支
給
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
源
泉
徴

収
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

引
き
続
き
勤
務
す
る
従
業
員
に
対
し
て
支
給

す
る
退
職
金
は
、
本
来
の
退
職
所
得
と
は
い
え

ま
せ
ん
が
、
労
働
協
約
等
を
改
正
し
て
定
年
を

延
長
し
た
場
合
に
お
い
て
、
旧
定
年
の
年
齢
に

達
し
た
と
き
に
、
旧
定
年
に
達
す
る
前
の
勤
続

期
間
に
係
る
退
職
金
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の

で
、
そ
の
支
払
い
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
賞
与

（
給
与
所
得
）
と
し
て
で
は
な
く
、
退
職
手
当

等
（
退
職
所
得
）
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
源

泉
徴
収
を
行
い
ま
す
。

⑴
　
退
職
所
得
と
は

　

所
得
税
法
に
お
い
て
退
職
所
得
と
は
、
退
職

手
当
、
一
時
恩
給
そ
の
他
の
退
職
に
よ
り
一
時

に
受
け
る
給
与
及
び
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る

給
与
（
退
職
手
当
等
）
に
係
る
所
得
を
い
う
と

定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
退
職
所
得

は
、
退
職
に
よ
り
一
時
に
支
払
わ
れ
る
も
の
を

い
い
ま
す
が
、
本
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
引
き
続
き

勤
務
す
る
役
員
や
従
業
員
に
支
払
わ
れ
る
場
合

で
も
、
計
算
基
準
等
か
ら
み
て
実
質
的
に
退
職

所
得
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
賞
与

（
給
与
所
得
）
で
は
な
く
退
職
所
得
に
該
当
す

る
も
の
と
し
て
扱
い
ま
す
（
図
表
１
参
照
）。

⑵
　
退
職
手
当
等
に
対
す
る
源
泉
徴
収

　

役
員
又
は
従
業
員
に
対
し
て
退
職
手
当
等
を

支
払
う
と
き
に
は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
を
源
泉
徴
収
し
、
翌
月
の
10
日
ま
で
に
納
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め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
源
泉

徴
収
す
る
税
額
の
計
算
方
法
は
、

退
職
す
る
人
か
ら
「
退
職
所
得
の

受
給
に
関
す
る
申
告
書
」
の
提
出

を
受
け
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。

●
提
出
を
受
け
て
い
る
場
合

①　

退
職
金
か
ら
退
職
所
得
控

除
額
（
図
表
₂
参
照
）
を
差

し
引
き
、
図
表
₃
の
方
法
で

課
税
退
職
所
得
金
額
を
計
算

し
ま
す
。

②　

国
税
庁
が
公
表
し
て
い
る

「
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
税

額
の
速
算
表
」
に
基
づ
き
、

源
泉
徴
収
税
額
を
算
出
し
ま

す
（
課
税
退
職
所
得
金
額
に

５
～
45
％
の
所
得
税
率
を
乗

じ
た
金
額
か
ら
控
除
額
を
差

し
引
き
、
２
・
１
％
の
復
興

特
別
所
得
税
額
を
上
乗
せ
し

た
金
額
を
源
泉
徴
収
）。

●
提
出
を
受
け
て
い
な
い
場
合

　

源
泉
徴
収
す
る
税
額
は
、
退

職
金
の
支
給
額
に
20
・
42
％
の

税
率
（
復
興
特
別
所
得
税
込
の

税
率
）
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

図表１　引き続き勤務する者に支払われるもののうち退職所得と扱うもの（例）

①　新たに退職給与規程を制定し、又は改正した場合に、制定前又は改正前の勤続期間に係る退職
手当等として支払われるもの
②　従業員から役員になった人に対して、従業員であった勤続期間に対する退職手当等として支払
われるもの
③　職務の内容や地位が激変した（常勤→非常勤、50％以上の報酬減少等）役員に対して、分掌変
更前の役員としての勤続期間に対する退職手当等として支払われるもの
④　定年に達した後引き続き勤務する従業員に対して、定年に達する前の勤続期間に対する退職手
当等として支払われるもの
⑤　労働協約等の改正により、定年を延長した場合に、旧定年に達した従業員に対し、旧定年に達
する前の勤続期間に対する退職手当等として支払われるもので、その支給することにつき相当の
理由があると認められるもの

（注）全ての場合において、その後に再度退職手当等が支払われるときには①～⑤の勤続期間を加味しないことが要
件となります。

図表2　退職所得控除額の計算方法

勤続年数20年以下：40万円×勤続年数
勤続年数20年超　：800万円＋ 70万円× (勤続年数－ 20年)
（注１）勤続年数の１年未満の端数は、１年に切上げ
（注２）退職所得控除額は最低80万円、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には上記金額プラス100万円

図表3　課税退職所得金額の計算方法

ア　一般の退職手当等

イ　特定役員退職手当等

ウ　短期退職手当等

①×
１─２

①

①≦300万円の場合：①×

①＞300万円の場合：150万円+{退職金－(300万円＋退職所得控除額)}

１─２

（①＝退職金－退職所得控除額)

イ及びウに該当しない
退職手当等

役員等としての勤続年
数が５年以下である人
が、その勤続年数に対
応するものとして支払
いを受ける退職手当等

イ以外で、５年以下の
勤続年数に対応するも
のとして支払いを受け
る退職手当等
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第22回 ひかり税理士法人

税理士　則貞幸太

事業承継の
進め方

従業員持株会を活用した事業承継対策

図表１　従業員持株会の導入手順

設立前 設立後

オーナー経営者 オーナー経営者

会　社 会　社

売却 従業員持株会

特別決議に必要
な 2／3 以上の
議決権を確保す
ることが一つの
目安

保
有

保
有

株式
100％

株式
70％

株式
30％

　
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の
保
有
株
式
数

を
減
少
さ
せ
、
従
業
員
の
福
利
厚
生

の
充
実
を
図
る
観
点
か
ら
、
従
業
員

持
株
会
を
導
入
し
た
い
と
い
う
相
談

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
従
業

員
持
株
会
を
上
手
く
活
用
す
れ
ば
、

相
続
税
対
策
や
安
定
株
主
対
策
と
し

て
の
効
果
を
期
待
で
き
ま
す
が
、
一

度
設
立
し
て
し
ま
う
と
、
容
易
に
後

戻
り
が
で
き
ず
、
運
営
上
も
注
意
し

て
お
き
た
い
点
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
今
回
は
、
円
滑
な
事
業

承
継
対
策
と
し
て
活
用
さ
れ
る
従
業

員
持
株
会
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
や
運
営
上
の
留
意
点
を
解
説
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

従
業
員
持
株
会
の

メ
リ
ッ
ト

　
自
社
株
対
策
に
悩
む
中
小
企
業
の

オ
ー
ナ
ー
経
営
者
に
と
っ
て
従
業
員

持
株
会
設
立
の
最
も
大
き
な
メ
リ
ッ

ト
は
、
保
有
株
式
数
を
減
少
さ
せ
る

こ
と
に
よ
る
相
続
税
の
節
税
効
果
で

す
。
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
は
、
少
数
株

主
な
ど
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
配
当

還
元
価
額
と
呼
ば
れ
る
一
般
的
に
低

い
価
額
で
、
自
社
株
式
を
従
業
員
持

株
会
へ
売
却
す
る
こ
と
で
、
オ
ー
ナ

ー
経
営
者
自
身
の
将
来
の
相
続
財
産

を
大
幅
に
圧
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
図
表
１
、
₂
参
照
）。

　
ま
た
、
売
却
先
が
自
社
の
従
業
員

で
あ
れ
ば
、
株
式
の
社
外
流
出
を
防

止
で
き
ま
す
し
、
規
約
の
運
用
次
第

で
は
、
従
業
員
が
退
職
後
に
敵
対
的

な
株
主
に
な
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
ま

す
の
で
、
安
定
株
主
の
確
保
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

32-33_2403事業承継の進め方（第22回）.indd   3232-33_2403事業承継の進め方（第22回）.indd   32 2024/02/01   19:582024/02/01   19:58



33 納税月報法人版　2024.３月号
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事業承継の
進め方

従業員持株会を活用した事業承継対策

図表2　売却前後のオーナー経営者の保有株式

●売却前の保有株式の株価総額
　　30,000円× 10,000株（100％）＝ 300,000,000円
●売却後の保有株式の株価総額
　　30,000円× 7,000株（70％）＝ 210,000,000円（90,000,000円の圧縮効果）

〔前提〕　１株当たりの株価　30,000円　　発行済株式総数　10,000株

図表3　従業員持株会の運営イメージ

会　社

配当
一括払い

議決権
一括行使

従業員持株会

持分に応じた議決権の行使と配当の受領

配当

議決権

配当

議決権

配当

議決権

組合員
（従業員）

組合員
（従業員）

組合員
（従業員）

理事長

従
業
員
持
株
会
の

デ
メ
リ
ッ
ト

　
従
業
員
持
株
会
は
、
民
法
上
の
組

合
と
し
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
が
一
般

的
で
す
。
ま
ず
は
設
立
時
点
に
お
い

て
、
組
合
員
に
な
る
従
業
員
が
株
式

の
購
入
資
金
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
毎
月

の
給
与
や
賞
与
か
ら
天
引
き
し
た
拠

出
金
を
も
っ
て
、
購
入
原
資
に
充
て

た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
中
小
企
業
の

場
合
、
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
か
ら
の
買

付
け
が
一
般
的
で
あ
り
、
上
場
株
式

と
違
っ
て
、
流
動
性
が
な
く
、
任
意

売
却
が
困
難
な
株
式
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
資
金
負
担
が
過
重
に
な
ら
な
い

よ
う
購
入
資
金
の
一
部
を
臨
時
賞
与

と
し
て
補
填
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ

う
で
す
。

　
ま
た
、
従
業
員
と
は
い
え
、
株
主

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
株
主
総
会
等
に
お
い
て
、

決
算
情
報
の
開
示
義
務
が
生
じ
ま
す

し
、
保
有
妙
味
が
薄
れ
て
、
退
会
者

が
増
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
会

社
の
業
績
に
応
じ
た
相
応
の
配
当
金

の
支
払
い
を
継
続
す
る
こ
と
も
覚
悟

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

持
株
会
運
営
上
の
留
意
点

　
各
組
合
員
は
自
社
株
式
等
の
組
合

財
産
の
持
分
を
保
有
し
ま
す
。
法
人

格
の
な
い
持
株
会
が
保
有
す
る
自
社

株
式
の
名
義
は
、
持
株
会
の
理
事
長

名
義
に
な
り
、
議
決
権
の
行
使
も
理

事
長
が
一
括
行
使
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
（
図
表
₃
参
照
）。

　
持
株
会
の
組
成
に
当
た
っ
て
は
、

従
業
員
の
退
職
時
や
死
亡
時
に
お
け

る
株
式
の
分
散
を
防
止
す
る
た
め
に

も
、
組
合
員
資
格
を
従
業
員
に
限
定

す
る
よ
う
な
規
約
を
定
め
る
と
い
っ

た
工
夫
も
必
要
で
す
。

上
手
に
活
用
す
る
た
め
の

勘
所

　
せ
っ
か
く
導
入
し
た
従
業
員
持
株

会
が
形
骸
化
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
持

株
会
の
組
合
員
に
は
、
従
業
員
と
し

て
の
立
場
で
は
な
く
、
株
主
と
し
て

株
主
総
会
に
参
加
さ
せ
、
決
算
情
報

を
開
示
す
る
こ
と
で
、
会
社
経
営
へ

の
参
画
意
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が

肝
要
で
す
。
業
績
次
第
で
配
当
額
を

上
積
み
す
れ
ば
、
従
業
員
の
財
産
形

成
を
支
援
で
き
ま
す
し
、
業
績
へ
の

関
心
が
高
ま
る
こ
と
で
、
日
常
の
業

務
に
お
い
て
も
経
営
者
目
線
で
取
り

組
ん
で
も
ら
え
る
な
ど
、
意
識
改
革

を
期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

登
録
後
の
消
費
税
の
申
告

に
つ
い
て

西
川
孝
次

執
筆
者
は
、
現
在
、
大
阪
国
税
局
消

費
税
課
課
長
補
佐
で
あ
り
、
内
容
は

個
人
の
見
解
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

当
社
は
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

の
登
録
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
免

税
事
業
者
か
ら
課
税
事
業
者
と
な
り

ま
し
た
が
、
３
月
に
決
算
を
迎
え
る

消
費
税
の
申
告
に
つ
い
て
の
留
意
点

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
納
税
義
務
に
つ
い
て
】

　

適
格
請
求
書
（
以
下
「
イ
ン
ボ
イ

ス
」
と
い
い
ま
す
。）
発
行
事
業
者

と
し
て
登
録
を
受
け
た
事
業
者
は
、

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
１
０
０

０
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
、
消
費
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、

消
費
税
の
免
税
事
業
者
に
該
当
す
る

３
月
決
算
の
法
人
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
が
開
始
し
た
令
和
５
年
10
月
１

日
に
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登

録
を
受
け
た
場
合
、
課
税
事
業
者
と

な
り
、
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
令

和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
課
税
期
間

の
取
引
に
つ
い
て
消
費
税
の
申
告
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

【
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
】

　

仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
一
定
の

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
及
び
イ
ン
ボ

イ
ス
等
の
保
存
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
免
税
事
業
者
や
消
費
者
な

ど
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
以
外

の
者
か
ら
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
は
、

者
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
所
有

す
る
棚
卸
資
産
の
う
ち
、
納
税
義
務

が
免
除
さ
れ
て
い
た
期
間
中
の
課
税

仕
入
れ
等
に
係
る
も
の
が
あ
る
場
合
、

そ
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
の
課
税
仕

入
れ
等
の
税
額
は
、
課
税
事
業
者
と

な
っ
た
課
税
期
間
の
課
税
仕
入
れ
等

に
係
る
消
費
税
額
と
み
な
し
て
仕
入

税
額
控
除
の
計
算
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
こ
の
対
象
と
な
る
棚
卸
資
産
は
、

商
品
、
製
品
、
半
製
品
、
仕
掛
品
、

原
材
料
、
貯
蔵
中
の
消
耗
品
等
で
、

現
に
所
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
場
合
の
取
得
価
額
に
は
購
入
金

額
の
ほ
か
に
、
引
取
運
賃
や
荷
造
費

用
、
そ
の
ほ
か
購
入
す
る
た
め
に
要

し
た
費
用
の
額
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

な
お
、
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

そ
の
対
象
と
な
る
棚
卸
資
産
の
明
細

を
記
載
し
た
書
類
を
そ
の
作
成
し
た

日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
末
日
の
翌

日
か
ら
２
か
月
を
経
過
し
た
日
か
ら

７
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
仕
入
税
額
控
除
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら

令
和
11
年
９
月
30
日
ま
で
に
つ
い
て

は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
以
外

の
者
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て

も
、
仕
入
税
額
相
当
額
の
一
定
割
合

を
仕
入
税
額
と
み
な
し
て
控
除
で
き

る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
経
過
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
、
区
分
記
載
請
求
書
等
の
記

載
事
項
に
加
え
、
例
え
ば
、「
80
％
控

除
対
象
」
や
「
◯免
」
な
ど
、
当
該
経

過
措
置
の
適
用
を
受
け
る
課
税
仕
入

れ
で
あ
る
旨
の
記
載
を
し
た
帳
簿
及

び
区
分
記
載
請
求
書
等
と
同
様
の
事

項
が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
等
の
保
存

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
し

て
い
る
場
合
や
２
割
特
例
を
適
用
す

る
場
合
に
は
、
課
税
売
上
高
か
ら
納
付

す
る
消
費
税
額
を
計
算
す
る
こ
と
か

ら
、
イ
ン
ボ
イ
ス
等
の
保
存
は
、
仕
入

税
額
控
除
の
要
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
棚
卸
資
産
の
調
整
】

　

免
税
事
業
者
が
新
た
に
課
税
事
業
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第８回（最終回）　貨幣と造幣局のこれから

百
嶋
　
計
（
ひ
ゃ
く
し
ま
・
は
か
る
）

１
９
５
８
年
、
奈
良
県
生
ま
れ
。
京
都
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
大
蔵
省

（
現
・
財
務
省
）
入
省
。
財
務
省
で
審
議
官
等
、
国
税
庁
で
査
察
・
人

事
課
長
、
名
古
屋
国
税
局
長
等
を
歴
任
。
２
０
１
５
年
よ
り
独
立
行
政

法
人
造
幣
局
理
事
長
を
３
年
間
務
め
る
。
現
在
、
追
手
門
学
院
大
学
経

営
学
部
教
授
、
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
非
常
勤
講
師
。

　

意
外
と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
造
幣
局
は
近
年
、
外
務

省
等
の
協
力
も
得
て
外
国
貨
幣
の
製
造
受
注
に
力
を
注
い
で

い
ま
す
。
諸
外
国
に
は
造
幣
機
関
を
持
た
な
い
国
が
あ
り
、

二
国
間
の
友
好
親
善
の
証
と
し
て
記
念
貨
幣
を
製
造
し
た
り
、

ま
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
つ
い
て
は
通
常
貨

幣
を
製
造
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
通
常
貨
幣
は
硬
い
ス
テ
ン

レ
ス
製
で
、
造
幣
局
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
「
挑
戦
」
で
し

た
が
、
こ
れ
ら
を
完
納
し
、
両
国
と
の
協
力
関
係
に
大
き
く

寄
与
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
近
年
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
が
進
展
し
、
貨
幣
に
つ

い
て
は
特
に
全
国
に
多
く
の
店
舗
を
有
す
る
金
融
機
関
で
取

扱
手
数
料
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
流
通
量
が
減
少
し
て
き
て

い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
造
幣
局
の
貨
幣
製
造
枚
数
も
、
20
年

前
の
半
分
以
下
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
年
銘
の
貨
幣
セ
ッ
ト

の
た
め
に
し
か
製
造
さ
れ
な
い
貨
種
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
や
中
央
銀
行
デ
ジ
タ
ル
通
貨
と
い
っ
た
新
た

な
形
態
の
通
貨
が
現
れ
た
り
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
中
で
も
、
貨
幣
は
経
済
の
根
幹
で
あ
り
、
純
正
画
一
で
偽

造
さ
れ
な
い
貨
幣
を
安
定
的
に
製
造
し
て
い
く
と
い
う
造
幣

局
の
任
務
は
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

他
方
今
後
は
、
外
国
貨
幣
製
造
へ
の
取
組
み
を
強
化
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
ま
た
海
外
で
の
根
強
い
コ
イ
ン

収
集
人
気
に
応
え
て
、
日
本
の
記
念
貨
幣
の
海
外
販
売
を
拡

大
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
魅
力
あ
る
記

念
貨
幣
の
発
行
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
本
年

か
ら
２
０
３
１
年
ま
で
国
立
公
園
制
度
１
０
０
周
年
記
念
貨

幣
が
順
次
発
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
初
回
と
し
て
沖

縄
の
３
国
立
公
園
の
貨
幣
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

造
幣
局
の
も
う
一
つ
の
大
事
な
任
務
で
あ
る
勲
章
・
褒
章
製

造
の
技
術
や
貨
幣
製
造
技
術
の
維
持
・
向
上
の
観
点
か
ら
も
、

各
方
面
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
金
属
工
芸
品
の
製
造
も
期
待
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
入
賞
メ
ダ
ル
も
大
阪
の
造
幣
局
で
製

造
し
た
も
の
で
、
今
は
造
幣
博
物
館
で
間
近
に
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
主
な
参
考
文
献
は
次
の
と
お
り
で
、
文
中
意

見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
私
見
で
す
。
８
回
の
連
載
に
お

付
き
合
い
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
参
考
文
献
）

　

造
幣
局
１
５
０
年
史
編
集
委
員
会
『
造
幣
局
１
５
０
年
の

あ
ゆ
み
』（
令
和
４
年
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
）

　

拙
稿
「
新
五
百
円
硬
貨
の
発
行
に
つ
い
て
」『
納
税
月
報
』

令
和
３
年
10
月
号
（
納
税
協
会
連
合
会
）

　

拙
稿
「
貨
幣
制
度
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」『
ふ
れ
あ
い
』

令
和
５
年
春
号
（
納
税
協
会
連
合
会
）
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問題

　さあ、ルールに沿って、空いているマスを数
字で埋めてください。パズルが完成し、○の中
に入った数字を合計した数字が答えです。
　正解者の中から抽選で20名様に、図書カード
500円分をプレゼントします。

１　タテ、ヨコのすべての列に、１～９の
数字が１つずつ入ります。１つの列に同
じ数字が２つ以上入ることはありません。
2　太い線で囲んだ３×３の各ブロックに
も、１～９の数字が１つずつ入ります。
この太い線で囲んだ各ブロックにも同じ
数字が２つ以上入ることはありません。

ルール

　納税協会では、税に関する公益目的事業を中心に様々な事業を展開していますので、ぜひ納税協
会の事業にご参加ください。事業の開催案内等につきましては、お近くの納税協会にお問い合わせ
ください。
　また、納税協会の会員（代議員制を採用している納税協会では、会員から選挙によって選ばれた
代議員）は、納税協会の運営に係る事項について、総会で議決権を行使することができます。
　なお、議決権の行使は、代理人をもって行使することも可能です。

納税協会の事業に参加しませんか！

納税協会は
健全な納税者の団体として
税知識の普及に努め
適正な申告納税の推進と 納税道義の高揚を図り
企業及び地域社会の発展に貢献します

　ハガキに⑴クイズの答え、⑵氏名・景品送付先住所（郵

便番号から)、⑶所属協会名と個人・法人の別、⑷『納税月

報』へのご意見を記入の上、３月10日までに投函してくだ

さい。当選者の発表は発送をもって代えさせていただきま

す。

２月号の答え

答え　9＋7＋8＝24

ご応募いただいたハガキの内容に関する個人情報は、当選
者への景品発送以外の目的には使用いたしません。

納税協会指針

応募要領

宛先はコチラ

〒540-0012　大阪市中央区谷町１-５-４
納税協会連合会　納税月報クイズ 係

     8   2
1   4  5   9
 6  3   5  
  5   2   
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国税局からのお知らせ
〈確定申告はご自宅からスマホでe-Tax！～従業員の方に周知願います～〉
　国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成・送信できます。
　申告会場は混雑が予想されますので、ご自宅からのe-Tax申告をご利用下さい。

○　スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報が
　自動で入力されます。
○　マイナンバーカードを利用してマイナポータル連携を行っていただくことで、
　各種控除証明書等のデータが一括で取得でき、申告書に自動入力することが可能です。
○　スマホで青色申告決算書・収支内訳書が作成可能です。

スマホからの確定申告がおすすめです！
確定申告書等
作成コーナー

〈従業員の方など個人の方で土地や建物などを売却された方へ〉
　個人の方が土地や建物などを売却して利益があるときは、所得税の確定申告が必要です。
　マイホームを売却した場合は、特別控除や損益通算（翌年以後３年内の繰越控除）ができる特例が
あります。
　なお、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出するこ
とにより、特例を受ける場合に必要となる登記事項証明書の添付を省略することができます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で
確定申告書や譲渡所得の内訳書が作成できます。

〈確定申告もチャットボットで疑問解決！〉
　スマホで簡単！その疑問、税務職員ふたばに質問しませんか？
　只今、令和５年分の所得税・消費税の確定申告に対応しています。
併せて、インボイス制度も公開中です！！是非、ご利用ください。 税務職員 ふたば

〈国税の納付はダイレクト納付で！ダイレクト納付がますます便利に！〉
ダイレクト納付とは・・・e-Taxにより申告データを送信した後、納税者ご自身名義の預
貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を納付する手続です。事前
にe-Tax利用開始届出書、ダイレクト納付利用届出書を税務署に提出する必要があります。

▼ダイレクト納付
　のマニュアルや
　YouTube動画は
　こちらから

　申告データの送信時に、ダイレクト納付による納付を設定することで、
各申告手続の法定納期限に自動的に口座引落しする機能が追加されます。

令和６年
４月開始

〈法定調書の提出はe-Taxで！〉
税務署に出向くことなく、自宅やオフィスなどから、
e-Taxを利用して法定調書を提出することができます。

特に、e-Taxソフトの
ＷＥＢ版やeLTAXを
利用すると便利です！

詳細はこちら

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が
100枚以上である法定調書については、e-Tax等による提出が必要です。

詳細はこちら

〈酒類事業者に対する補助金について〉
　国税庁では、酒類事業者による日本産酒類の輸出促進や、国内外の
新市場開拓をはじめとした様々な取組を支援しております。 
　ぜひ一度ご相談ください。大阪国税局 酒類業調整官 補助金担当
（06-6941-5331 内線2226,2225）

補助金事業について


